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第１部 基本的考え方 

１ 都・国の取組 

〇 都は、平成 12 年３月に東京都男女平等参画基本条例（以下「基本条例」と

いう。）を制定し、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに都、都民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、平成 14 年１月には、都の施策

並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計

画を策定し、以降５年ごとに計画の改定を行い、取組を進めてきました。

また、その進捗状況についても年次報告を作成し、公表しています。 

〇 国においては、平成 11 年に制定された男女共同参画社会基本法に基づ

き、基本計画が策定され、男女共同参画促進に関する施策が、総合的、計

画的に推進されています。令和２年 12 月には、第５次男女共同参画基本

計画が策定されました。 

〇 令和３年６月には、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時

期における柔軟な育児休業の枠組みの創設など、「育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正されました。 

〇 こうした取組等により、男女平等参画は着実に前進し、女性の活躍推進

に対する社会の気運も高まってきました。しかし、今なお家庭や地域社

会、職場等あらゆる場面で固定的性別役割分担意識が根強く残っている状

況を踏まえ、積極的に取り組むべき課題や、社会情勢の変化、新型コロナウイル

ス感染症の影響等により生じた新たな課題などへの取組が求められます。 

【都及び国等の主な動き】 

 国等の動き 都の動き 

平成 11 年 男女共同参画社会基本法 制定  

平成 12 年  東京都男女平等参画基本条例 制定 

平成 13 年 配偶者暴力防止法 制定 東京都男女平等参画を進める会 設置 

平成 14 年  男女平等参画のための東京都行動計画 策定 

平成 18 年 男女雇用機会均等法 改正 東京都配偶者暴力対策基本計画 策定 

平成 19 年  男女平等参画のための東京都行動計画 改定 

平成 21 年  東京都配偶者暴力対策基本計画 改定 

平成 24 年  
男女平等参画のための東京都行動計画 改定 

東京都配偶者暴力対策基本計画 改定 

平成 27 年 女性活躍推進法 制定 

国連総会において「ＳＤＧｓ」が採択 

 

平成 28 年 育児・介護休業法 改正  

平成 29 年  東京都男女平等参画推進総合計画 策定 

(女性活躍推進計画及び配偶者暴力対策基本計画改定) 

平成 30 年 政治分野における男女共同参画推進法 制定  
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２ 計画策定にあたっての考え方 

（１）男女平等参画社会をめぐる現状認識 

 ① 社会経済環境の変化 

 〇 戦後の復興期、高度経済成長期を通じて、戦後日本の社会経済制度が構

築され、人々の働き方や生活のあり方も、この社会経済制度と整合性をと

る形で形成されてきました。  

 〇 高度経済成長期を通じて核家族化が進行し、女性が家事・育児を担い、

男性が給与所得者として働くという固定的な性別役割分業の形態が進み、

税制、社会保障制度等の枠組も片働き世帯を標準として設計・構築され、

現在に至るまで大きな枠組の変化はありません。  

 〇 バブル経済崩壊後の「失われた 10 年・20 年」とも言われる低成長時代

においては、未婚化・晩婚化の急速な進行、共働き世帯の増加、高齢単身

世帯の増加、急速に進行した経済のグローバル化による国際競争の激化な

どにより、社会環境は大きな変化を遂げています。  

 〇 さらに、近年の目覚ましい技術革新は、従来にないスピードで社会構造

の変革をもたらしています。世界中でＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ等の新

技術の社会実装が進み、生活のあらゆる場面において、スマートフォンを

はじめ、ＩＣＴやインターネットといったデジタルを通じてサービスが提

供されることが当たり前になりつつあります。国においては、経済発展と

社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会「Society 5.0」を提唱し、

人々に豊かさをもたらす超スマート社会の実現を目指しています。 

○ スマート化は、業務の省力化、効率化にもつながるものであり、デジタ

ルの力で仕事の仕方や働き方を変え、全ての人が快適に暮らし、働くこと

ができる社会を築き上げ、都民のＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ＝生

活の質）を高めていく必要があります。 

② 女性の参画の状況 

〇 男女平等参画や女性の活躍推進に関する社会の気運は大きな高まりを見

せています。先進的な取組を行い、成果を出す企業等も増えてきました。  

〇 一方、平成 27 年に国連で決定された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に

おいて、「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性

と女児のエンパワーメントを達成することを目指す」ことが示され、その

中で、2030 年までに、政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決

定において完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会
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を確保することが掲げられており、これに沿って各国で取組が加速されて

います。 

〇 こうした国際社会の状況と比較すると、日本は、世界の潮流から遅れを

取っている状況が見られます。例えば、世界経済フォーラムが令和３年３

月に発表したジェンダー・ギャップ指数 2021（図 1）では、日本は 156

か国中 120 位と、Ｇ７諸国の中では昨年に引き続き最下位となっていま

す。 

 

＜(図 1)ジェンダー・ギャップ指数 分野ごとの日本の順位と比較(2021 年)＞ 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

日本の分野ごとの順位と得点（較差が大きい分野を抜粋） 

 日本の順位 日本の得点 世界平均 ｱｲｽﾗﾝﾄﾞの得点 

経済活動への参画機会 117 位 0.604 0.583 0.846 

 所得の男女平等  101 位 0.563 0.494 0.737 

 管理職の男女平等   139 位 0.173 0.349 0.721 

 専門職・技術職   105 位 0.699 0.755 1.000 

政治への参画 147 位 0.061 0.218 0.760 

 国会議員の女性割合   140 位 0.110 0.312 0.658 

 閣僚の女性割合   126 位 0.111 0.235 0.667 

 女性国家元首の在位    76 位 0.000 0.144 0.883 

得点：「１」に近いほど男女格差が少なく、平等。「０」が完全不平等 

資料：世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report 2021」より作成 

 

 

ジェンダー・ギャップ指数 

主な国の順位(2021 年) 

順位 国名 値

1 アイスランド 0.892

2 フィンランド 0.861

3 ノルウェー 0.849

4 ニュージーランド 0.840

5 スウェーデン 0.823

30 アメリカ 0.763

102 韓国 0.687

120 日本 0.656

…

…

…
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〇 就労の分野においては、所定内給与額の男女間格差が依然として改善され

ていません。都内の男性に対する女性の所定内給与額の割合は、男性の７割

程度で推移しています。この格差は、男女間の階層の差や勤続年数の差など、

様々な要因により生じていると言われています。 

〇 女性の就業状況について、結婚・出産期に当たる年代に低下し、育児が落

ち着いた時期に再び上昇する、いわゆるＭ字カーブ問題は改善してきていま

すが、求職活動をしていない就業希望者を加えた潜在的労働力率との間には

差が見られます。 

〇 都内の正規雇用率の推移を見ると、男性は８割程度で推移し、女性は５割

以下に留まっています。また、女性の非正規雇用について、年齢別に見ると、

25 歳から 34 歳が最も低く、年齢が上がるにつれて非正規雇用の割合が増

加しています。 

〇 管理的地位に占める女性の割合は、令和２年度の都内事業所を対象とした

調査では、課長相当職は１割程度、係長相当職でも２割程度に留まっており、

増加傾向にあるものの、女性の登用が十分であるとは言えない状況にありま

す。 

〇 政治の分野においては、東京都議会議員に占める女性の割合は、令和３年

（2021 年）７月現在で 32.3％と都道府県の中では高い割合を示していま

すが、さらなる活躍が期待されます。  

③ 人口減少、少子超高齢社会 

〇 東京都の令和元年の合計特殊出生率は 1.15 で、前年の 1.20 より低下し

３年連続で低下しており、全国で最低水準となっています。  

〇 東京都の人口は令和７年に 1,423 万人でピークを迎えたのち、減少へ転

じ、令和 42 年には 1,198 万人まで減少すると見込まれています。 

〇 少子化は多くの先進国で共通の課題ですが、積極的に男女平等参画を進め、

男女ともに働き方を柔軟に選択できるような社会環境や、子育て・保育基盤

を整備し、出生率が回復してきた国々もあります。 

〇 日本では育児や家事の女性への負担が大きく、子育て世代の家事・育児関

連時間に関する都の調査では、女性と男性の家事・育児関連時間の差は令和

元年度で約５時間あり、女性がその多くを担っています。このため、出産を

機に女性が退職を余儀なくされる場合や、逆に働き続けるために子供を産み

控える場合も見られ、こうしたことが少子化の一因であるとも言われていま

す。 
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〇 また、少子化とあいまって、高齢化の進行も顕著です。東京都の高齢者の

比率は全国平均よりもやや低い状況にありますが、令和 3 年９月時点での

東京都の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）は 23.4％であ

り、令和 17 年には 26.4％を超えると推計されています。  

④ コロナ禍がもたらした影響 

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を契機として、社会全体でテレワー

クや時差出勤に取り組んだ結果、出社を前提とした働き方など、これまで当

たり前とされてきた社会・生活の在り様に大きな変化がみられ、「新しい日

常」における働き方として急速に浸透しました。また、在宅時間の増加によ

り、生活を重視するようになったと考える男性が増加するなど意識面にも変

化が見られます。 

〇 一方で、コロナ禍により女性をめぐる様々な問題が表出、顕在化しました。 

〇 雇用者数(図 2)でみると、初めて緊急事態宣言が発令された令和２年４月

には、前の月と比べて、男女ともに大幅に減少しており、特に都内女性の就

業人口割合が高い卸売・小売業や宿泊・飲食サービス業などが大きな影響を

受け、女性の雇用者数が大きく減少しました。また、雇用形態別(図 3)に見

ると、非正規雇用の女性への影響が強く表れるなど、男性と比較していまだ

女性が不安定な就業環境に置かれているという、構造的な課題が顕在化しま

した。 

〇 さらに、外出自粛やテレワーク等の影響で男女とも家庭で過ごす時間が増

えたものの、男性の家事・育児参画時間に大きな変化は見られず、むしろ女

性の家事・育児時間は増加し、その負担は依然として女性に大きく偏ってい

ます。 

〇 外出自粛や休業等による生活不安・ストレス等の影響で、配偶者等からの

暴力（ＤＶ）の増加・深刻化等が懸念されるとともに、経済・雇用状況の悪

化、不安や悩みを抱える人の増加などを背景に、女性の自殺者数が増加して

います。 
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＜(図 2) 雇用者数の推移（全国）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省「労働力調査」より作成 ※季節調整値 

 

＜(図 3)雇用形態別雇用者数の前年同月差（全国・女性）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省「労働力調査」より作成 ※原数値 

 

（２）目指すべき男女平等参画社会のあり方 

〇 都では、基本条例の基本理念のもと、男女一人一人が、自立した個人とし

てその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意

思と責任により多様な生き方を選択することができる社会の実現に取り組

んできました。 

〇 もとより、就業のみが活躍ではなく、家事・育児をはじめ家族の健やかな

生活を支えることも大切なことですが、重要なのは、男性も女性も自らの希

望に応じて生き方、働き方を選択できることです。「家庭を支える」ことと
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「社会における自己実現」の二者択一ではなく、双方を両立できる環境が重

要です。 

〇 コロナ禍におけるテレワークの実践などをライフスタイルを変革する契

機と捉え、男性も女性も仕事だけではなく、家事・育児、介護などを共に担

えるよう、企業や管理職の意識を転換し、行動に移していく社会気運を定着

させるなど、働き方の見直しを更に進めるとともに、男性の育児休業取得率

の向上を図る必要があります。 

〇 また、女性が結婚・妊娠・出産後も自らの意思に基づいて働き方が選択で

きる環境の整備に加え、様々な分野で活躍する女性のロールモデルの発信、

自らの得意分野を生かした起業・創業の支援など、ポジティブに働き、組織

の中心的役割を担えるよう、社会環境を整えていかなければなりません。 

〇 併せて、女性が安心して暮らしていけるよう配偶者やパートナーからの暴

力に悩む女性への相談体制の強化や様々な支援の充実などが求められてい

ます。 

〇 ひとり親、高齢者、障害者である女性など、社会とのつながりが弱い人の

ニーズは潜在化しやすいため、複合的な課題を抱えている状況があります。

コロナ禍により、より深刻化したこれらの方々の状況の改善が急務です。 

〇 また、性的少数者は、日常生活において性差に関する偏見や差別を受ける

など人権に関わる問題があります。社会全体が多様性を尊重する環境づくり

を進めることが必要です。  

〇 東京 2020 大会で得られた様々な経験をレガシーとして、多様な人が支え

合う共生社会や、ＳＤＧｓが目標とする持続可能な社会の実現に向けて、都

のみならず事業者や都民など社会が一丸となって目指す必要があります。  

〇 迫りくる人口減少・少子超高齢社会と向き合い、また、コロナ禍を乗り越

え持続可能な社会を築き上げ、女性も男性も自らの希望に応じて輝ける、誰

にとっても住みやすい社会の実現が極めて重要です。  

 

３ 目指すべき男女平等参画社会の実現に向けて 

〇 都は、これまでの施策を引き続き推進するとともに、雇用環境や住宅事情

など東京の特性を踏まえつつ、これからの時代に求められる施策の展開を積

極的に推進していかなければなりません。あらゆる場における男女平等参画

を推進するとともに、配偶者暴力等への対策、様々な機会をとらえた教育・

学習の充実なども着実に進める必要があります。  
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〇 もちろん、都だけでできることには限界があります。「女性も男性も輝く

TOKYO 会議」や、「東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議」の構成団体

はもちろん、その他の企業、市民団体等との連携による取組を進めていくこ

とが大切です。 

〇 しかし、最も重要なことは、一人一人が男女平等参画社会の実現のために

行動していくことです。そのためには、誰もがいきいきと活躍できる社会の

「仕組みづくり」を進め、さらに一人一人の意識改革と理解を促進すること

が大切です。この２つを両輪に、行動変容につなげる多角的な取組が必要で

す。 

〇 目指すべき男女平等参画社会の実現に向けて、特に以下の３点の事項を中

心に取組を進めることが重要です。  

 

（１）誰もが安心して働き続けられる社会の仕組みづくり  

〇 男女がともに自分らしい生き方を選択でき、あらゆる年代において、仕事

と子育てや介護などを両立できる社会にするため、ライフ・ワーク・バラン

ス（生活と仕事の調和）の実現のための取組をより一層推進すべきです。  

〇 ライフ・ワーク・バランスの実現は、企業にとっても社会経済情勢の変化

への適応、社員の生産性の向上、優秀な人材の確保といった経営戦略上の効

果が期待できるものでもあります。加えて、少子超高齢社会への対応として

も重要です。 

〇 また、働きたい人が、性別にかかわりなく能力を十分に発揮し、活躍でき

る環境をつくることは、目指すべき男女平等参画社会の実現にとって不可欠

です。 

〇 しかし、働く場において、男女平等参画は十分ではなく、管理職に占める

女性割合の少なさ、男女間の賃金格差などの課題につながっています。  

○ 都内の女性雇用労働者の半数以上はパートタイム労働等の非正規雇用で

す。正社員以外の労働者には不安定な雇用や正社員との賃金格差等の様々な

問題があります。さらに、コロナ禍による景気悪化に伴い、非正規雇用の女

性の雇用環境への影響も強く表れています。  

○ 以上の点も踏まえ、働く場における男女の機会均等や格差是正をより強力

に推進していくことが重要です。  
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（２）根強い固定的性別役割分担意識等の変革 

〇 これまでの男女平等参画を推進する様々な取組により、いろいろな場面で

女性の参画は徐々に進んできました。しかし、依然として社会全体が変わる

までには至っていません。背景には、働き方・暮らし方の根底に、長年にわ

たり人々の中に形成されてきた固定的な性別役割分担意識や性差に関する

固定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）などがあること

が挙げられます。 

〇 男女平等参画をこれまで以上に推進していくためには、こうした意識を変

革していく必要があります。また、子供をはじめ様々な世代で固定的な性別

役割分担意識等を植え付けず、押し付けない取組、そして、男女双方の意識

を変えていく取組が重要です。 

 

（３）男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた多様な主体による取組 

〇 配偶者等に関する暴力、性暴力、ストーカー行為やセクシュアル・ハラス

メント等は、その形態の如何を問わず男女平等参画社会の実現を阻害する要

因となります。 

〇 これらの加害行為は、極めて自己中心的な目的で行われることが少なくな

い一方、被害に遭った者は、恐怖や不安を与えられるばかりか、その身体や

心に一生かかっても回復できない傷を受ける場合も多くあります。 

〇 深刻な人権侵害であるこれらの加害行為を防止し、人権を守るためには、

区市町村、民間団体、警察など関係機関と力を合わせて取り組むことが重要

です。 

〇 男女間のあらゆる暴力の根絶に向け、これまでの施策を引き続き着実に推

進するとともに、今後求められる施策を積極的に推進していく必要がありま

す。 

４ 計画の推進 

総合計画を着実に推進し、その実効性を確保するために、具体的な数値目

標を設定するとともに、都の男女平等参画の状況に関する調査等を行い、そ

の達成状況を第三者機関において把握していくことが必要です。  

  また、男女平等参画の状況、男女平等参画施策の実施状況等について、基

本条例に基づいて年次報告を作成し、公表する必要があります。  

なお、都庁内の体制を強化し男女平等参画を強力に推し進めなければなり

ません。 
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５ 国に対する要望 

日本の男女平等参画は徐々に進んできていますが、ジェンダー・ギャップ

指数の低迷が示すように国際的には後塵を拝しています。女性を始めとする

人材の多様化を促進する観点からも、女性の参画を強力に進めることが求め

られます。このため、これまでの取組に加え、法制度に基づく積極的な取組

が必要です。 

国において、政治分野や企業の経営層への女性の登用など、海外の多数の

国々で実績をあげている法律によるクオータ制の導入や女性登用を進める

仕組みづくり等を検討し、早期に実行していくことを求めます。  

 

 

 

※生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・バランス）  

平成 19 年 12 月に策定され、その後の社会経済情勢の変化や施策の進展を

受けて、平成 22 年６月に見直された内閣府の「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会とは「国

民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす

とともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人

生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされています。  

都では、「まずは人生、生活を大切にすべきである」とする考え方に基づ

き、「生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・バランス）」と呼び、本計画に

おいてもそのように表記しています。 

 

※アンコンシャス・バイアス  

人が無意識に持っている、偏見や思い込み。経験則によって気づかないう

ちに身につけたもので、本人が意識しないところで行動や意思決定に影響を

与える。無意識の偏見。  

 

 

（注）配偶者暴力のほか、性暴力、ストーカー行為やセクシュアル・ハラス

メント等は、「東京都配偶者暴力対策基本計画の改定にあたっての基本的

考え方について（答申）」に記述しています。
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第２部 女性活躍推進計画に盛り込むべき事項 

 

 

 

 

ライフ・ワーク・バランスの実現と 

働く場における女性の活躍推進 

 

 都民の誰もが自分らしい生き方を選択し、あらゆる年代において、子育て・

介護等の家庭生活や趣味・地域活動など個人の生活と仕事が両立でき、働く

場においても女性も男性も活躍できる社会の実現が求められています。  

 そのためには、多様な働き方の定着や子育て・介護等と仕事の両立を支援

する環境整備や、働く場における雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促

進に向けた取組等が重要となります。また、安心して働き続けるためにハラ

スメントの無い職場づくりや健康支援にも取り組むことも必要です。  

また、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症は、その拡大防止策

として「新しい日常」への転換が求められ、ＩＣＴ活用の急速な進展による

テレワークの導入が進むなど、働き方とくらし方に変化をもたらしていま

す。一方で、社会経済活動においては、非正規雇用労働者の解雇や雇止めな

ど、雇用情勢が急速に悪化したため、非正規雇用の女性やひとり親などが多

く影響をうけ、女性が男性に比べ不安定な就業状況に置かれていることが浮

き彫りとなりました。また、在宅時間が増加する中、家庭においても女性の

家事負担の増加をもたらしました。さらに、配偶者暴力等の増加が懸念され

ています。 

ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍を推進する

上で、困難な状況に置かれる女性等の支援も念頭に置くことが必要となりま

す。 

Ⅰ 
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Ⅰ ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進 

１ 生活と仕事を両立できる環境づくり 

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進 

■ 現状・課題 

〇 男女が共に自分らしい生き方を選択でき、あらゆる年代において、子育て・

介護等の家庭生活や、趣味・地域活動など個人の生活と仕事が両立できる社

会は目指すべき男女平等参画社会のひとつです。多様化する都民のニーズに

応え、東京が持続可能な成長を遂げていくためにも、性別問わず誰もが能力

を発揮できる環境づくりは不可欠です。  

〇 わが国では長らく、長時間労働に象徴される男性中心型労働慣行が社会に

根付いてきました。長時間労働をベースに構築された仕組みの中で、子育て・

介護や個別の事情を抱える人が生活と仕事を両立し、働く場で活躍すること

は困難です。 

〇 特に女性は、家事・育児・介護等の多くを担っている実態があり、働く場

における女性の活躍に向けて、男性も女性もともに家事・育児・介護等を担

えるよう、生活を充実させるための時間を創出する必要があります。  

〇 そこで、これまでの長時間労働を前提とした働き方を変革し、時間や場所

に囚われない柔軟な働き方の普及・定着を進めていくことが重要となります。 

〇 近年、女性活躍推進法や働き方改革関連法等の法整備も進み、企業におい

ても柔軟な働き方や子育て・介護と仕事を両立できる多様な制度の導入によ

り、性別を問わず、生活と仕事を両立できる環境作りが進んでいます。  

〇 このような状況下において、新型コロナウイルス感染症対策として、在宅

勤務やサテライトオフィスでの勤務などのテレワークやフレックスタイムの

導入等、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が飛躍的に進展しました。  

〇 一方で、急速なテレワークの普及による課題も指摘されています。自宅の

通信環境の整備、労務管理のあり方、はんこレスの推進等、定着に向けた課

題が浮き彫りとなりました。また、都が実施した令和３年度男性の家事・育

児参画状況実態調査によると新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べ男女

とも在宅勤務は増加しましたが、男性の家事・育児時間は大きな変化が見ら

れず、女性の家事・育児時間は増加しています。  

〇 都内のテレワーク実施率(図Ⅰ-1)はコロナ禍を契機に６割を超えたもの

の、従業員規模が小さい事業所ほど実施率は低くなっており(図Ⅰ-2)、今後、

テレワークの更なる定着に向けて、中小企業のテレワーク導入率を高めてい

くことが必要です。 

〇 都内事業所で働く従業員に多様な働き方を実現するために必要な制度を

きいたところ「テレワーク」に次いで「フレックスタイム」「半日や時間単位

の有給休暇制度」が上位となっています(図Ⅰ-3)。高い生産性とライフ・ワ
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ーク・バランスを両立するためには職種、業種の実状に応じて、多様で柔軟

な働き方を実現できる環境の構築が求められます。  

〇 出産、育児、介護等のライフイベントと仕事を両立させていくためには、

法定の休暇制度や企業独自の支援制度を整備することに加え、制度の対象と

なる従業員が積極的に活用できるような職場の環境整備が重要です。  

〇 令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査によると、都内事業所の育児

休業規定の有無について、規定なしと回答した事業所は全体の 3.1％、また、

都内事業所の介護休業規定の有無について、規定なしと回答した事業所は全

体の 6.7％となっており、事業所の規模が小さくなるほどその割合が高くな

っています。家庭と仕事の両立支援のため、特に規模の小さい事業所の取組

の後押しが重要です。 

〇 制度の活用に向けて、事業者は従業員に対し育児休業や介護休業等に関

する各種制度を周知することが求められます。  

＜(図Ⅰ-1)都内事業所(従業員 30 人以上)テレワーク実施率の推移＞ 

 

資料：東京都産業労働局テレワーク実施率調査より作成  

 

＜ (図 Ⅰ -2)令 和 3 年 9 月 の 都 内 事 業 所 （ 従 業 員 30 人 以 上 ） 規 模 別 の テ レ ワ ー ク 実 施 率 ＞  

 

資料：東京都産業労働局テレワーク実施率調査より作成  
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＜(図Ⅰ-3)多様な働き方に関する制度(都内事業所)＞ 

【事業所】制度の有無 

 

 

【従業員】必要だと思う制度（複数回答） 

 

     ※都内全域（島しょを除く）の従業員 30 人以上の事業所で 13 業種、合計 2,500 社  

注:四捨五入のため合計は必ずしも一致しない  

資料：東京都産業労働局令和２年度男女雇用平等参画状況調査  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 国家戦略特区の取組として、テレワーク推進施策に関する情報提供、相談、

助言等の支援をワンストップで提供するテレワーク推進センターを国との連

携により運営するとともに、都の働き方改革をはじめとしたライフ・ワーク・

バランス推進の拠点を併設してきました。また、テレワークを一層普及して

いくため、都内各地での体験型セミナーの実施や事例発信など多様な支援を

展開してきました。 

〇 長時間労働の削減・有給休暇の取得促進等に向け、目標及び取組内容を定

めて宣言を行い、全社的に取り組む企業を「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」

とする宣言企業制度を創設し、奨励金や普及成果発信キャンペーンにより、

働き方改革推進の気運の醸成を図ってきました。また、働き方改革とあわせ

生産性向上のためのコンサルティングを行ってきました。  

■ 取組の方向性 

〇 テレワークの導入により在宅勤務やサテライトオフィス勤務など、時間や

場所にとらわれない柔軟な働き方の更なる普及・定着を後押しし、誰もが希

望に応じて生活と仕事を両立できる取組の推進が必要です。  

〇 男女ともに育児、介護などのライフイベントが訪れた際にも家庭と仕事を

両立できる職場環境の整備や育児・介護等の休業取得について一層の促進を

図る必要があります。 

〇 事業規模や業種・職種等に応じて、多様で柔軟な働き方を実現できる社内

制度の整備促進や従業員に対する法制度周知に向けた支援が必要です。  

＜都に求める取組＞ 

〇 企業のテレワーク環境整備やサテライトオフィスの充実、好事例の発信等、

多様で柔軟な働き方の社会全体での定着に向けた支援等が必要です。  

〇 男女ともに出産・育児、介護などと仕事の両立を可能とするための企業の

取組を後押しする必要があります。  

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 Ｗｅｂ会議や電子決裁の導入などのＩＣＴ環境を充実させるとともに、テ

レワークの拡充を図るなど従業員のニーズに合った多様で柔軟な働き方の導

入に向けた取組が必要です。  

〇 休暇制度の活用促進を図るとともに、取得しやすい職場づくりに努めるな

ど、男女ともに結婚、出産・育児、介護と仕事の両立を支援する仕組みづく

りが必要です。 
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（２）雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促進 

■ 現状・課題 

〇 雇用の分野において、女性も男性も、能力を十分に発揮する機会及び待遇

が確保されることは、女性の活躍推進、ひいては、男女平等参画社会の実現

にとって、極めて重要です。  

〇 昭和 60 年には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇を確保す

るための労働省関係法律の整備等に関する法律（男女雇用機会均等法）によ

り、企業の募集、採用から退職等に至る雇用管理における男女の均等な機会

及び待遇の確保等が規定されることとなり、雇用の分野における男女平等の

実現に大きく寄与しました。  

〇 さらに近年は、女性活躍推進法や働き方改革関連法等の法整備も進み、生

活と仕事の両立や働く場における女性活躍に向け、官民が環境整備に取り組

んでおり、働く場における男女格差は徐々に改善傾向が見られるものの、解

決すべき多くの課題を残しています。  

〇 厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査」(図Ⅰ-4)によると、都内の

平均勤続年数の男女差は、男性が女性の 1.49 倍となっており、全国平均よ

りも男女差が大きくなっています。  

〇 所定内給与額の男女格差(図Ⅰ-5)は縮小傾向にあるものの、女性の所定内

給与は男性の 74％となっています。 

〇 また、令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査(図Ⅰ-6)によると、都

内事業所の管理職に占める女性の割合は、課長相当職で毎年上昇しており、

11.4％、役員は 9.0％となっています。 

〇 女性管理職比率について、都は全国に比べて高いものの、海外では５割近

くを占めている国もある中、ジェンダー・ギャップ指数の管理職比率は 156

か国中 139 位となっているなど、国際社会の中でも下位であり、人材の登用

は進んでいません。 

〇 これらの格差は、男女間の職層の差や勤続年数の差など、様々な要因によ

り生じていると考えられますが、働く場においては、いまだに男性優位の状

況にあることは否定できません。このような男女格差の根本的な要因として、

長時間労働を前提とした働き方とともに、働く場における業務配分の男女差

など、固定的性別役割分担意識と性差による偏見・思い込みが多くの企業風

土に根強く存在していることが考えられます。  

〇 21 世紀職業財団「男女正社員対象  ダイバーシティ推進状況調査（2020

年度）」では、企業の規模に関わらず総合職の男女は、ともに半数以上の人が
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「重要な仕事は、男性が担当することが多い」としており、「サポート的な仕

事・細かい事務処理は女性に任せられることが多い」と５割弱の女性が思っ

ています。 

〇 このように、中核的な仕事は男性に割り当てられ、補助的な仕事は女性が

担うという状況では、業務配分において能力とは関係なく女性が不利に扱わ

れており、そのことがその後の昇進や賃金面の格差を生み、さらには、職場

で長時間労働を担えないことにより女性が退職することが配置の際に不利に

作用し、それが結果的に昇進や賃金面の格差となるという悪循環を生じさせ

ています。 

〇 性別に関係がないように取り扱っても、運用の結果、どちらかの性別が不

利益になる間接差別や性別による業務配分が行われる職場慣行を是正し性別

にかかわらず能力・適正に応じた職に配置されるように取り組むことが重要

です。 

〇 そのうえで、女性も男性もキャリアを重ね、将来指導的な地位へ成長して

いく人材の育成を行っていくことにより、女性の活躍が一層進むことが期待

されます。 

〇 また、令和元年６月に女性活躍推進法が改正され、常時雇用する労働者が

301 人以上の事業主が策定する一般事業主行動計画で情報公表する項目が強

化され、女性が活躍できるような機会を提供できているか、仕事と家庭を両

立できるように環境を整備できているか、という両者のカテゴリーについて

実績を公表することが義務付けられ、令和２年６月から施行されています。  

〇 さらに、令和４年４月より、101 人以上 300 人以下の企業にも一般事業

主行動計画策定義務が拡大されます。しかし、日本・東京商工会議所「多様

な人材の活躍に関する調査」(図Ⅰ-7)によれば、「101～300 人」規模の企業

の 58.5％は「認知が十分でない」となっており、中小企業に対し、法の周知

や趣旨の理解促進を図る必要があります。 

〇 これまで都においては、事業主との協力により、男女共同参画社会基本法

や男女雇用機会均等法に基づく積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

の推進に取り組んできましたが、より実効性を高め、男女の実質的な機会の

均等を進め、働く場における男女平等参画を促進していく必要があります。

例えば、女性活躍の推進に資する取組により顕著な実績を上げた事業者に対

し、都が顕彰やインセンティブを付与する制度を実施するとともに、好事例

を広く発信するなどにより、事業主の行動を促すことも必要です。  

〇 世界的な潮流として、資本市場においても、女性の活躍に積極的な企業が

評価される動きが広まっています。近年規模が飛躍的に増大しているいわゆ

るＥＳＧ （環境、社会、ガバナンス）投資の判断において、取締役会や管
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理職の男女比率などが重要な指標となることから、女性が企業の責任ある地

位で活躍することは、グローバルに活動する企業にとって必然の取組になり

つつあります。 

〇 令和３年６月には東証ガバナンスコードの一部改正により、企業の中核人

材における多様性の確保が規定され、上場企業に対し、女性の積極的登用が

求められています。 

〇 また、女性の就労者が少ない業種・職種において多様な人材が活躍するこ

とは、新たな視点や発想が生まれることが期待できます。  

 

＜(図Ⅰ-4)平均勤続年数の男女差(全国/東京都）＞ 

  

資料：厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査」  

 

＜(図Ⅰ-5)所定内給与額男女間格差の推移（東京都）＞ 

 

注 1:女性の男性に対する割合は男性の所定内給与額を 100 とした場合の女性の値  

資料：厚生労働者「令和２年賃金構造基本統計調査」  

（年） 



第 2 部 Ⅰライフ・ワーク・バランスの実現と 

働く場における女性の活躍推進 

19 

＜(図Ⅰ-6)役職別女性管理職の割合(都内事業所)＞ 

 

※都内全域（島しょを除く）の従業員 30 人以上の事業所で 13 業種、合計 2,500 社 
資料：東京都産業労働局「令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査」より作成  

 

＜(図Ⅰ-7)中小企業における改正女性活躍推進法の認知度（全国）＞ 

 

資料：日本・東京商工会議所「多様な人材の活躍に関する調査」結果概要より作成 
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 「女性が輝くＴＯＫＹＯ懇話会」等を開催して知事が自ら発信し、女性の

活躍推進の普及啓発を進めてきました。また、女性活躍の推進に向け先進的

な取組を進める企業や団体、個人を表彰（東京都女性活躍推進大賞を贈呈）

し、その取組内容を広く普及してきました。  

〇 女性の採用・職域拡大に向けた設備等の整備に係る経費を助成することに

より、中小企業における職場環境の整備を推進してきました。  

〇 仕事と子育ての両立等に向け、女性のキャリア形成に向けたスキルアップ

講座やワークショップ及び講演会を開催してきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 間接差別や性別職務分離の是正等により、職場における男女の均等な機会

及び待遇の確保を徹底し、事実上生じている男女労働者間の格差の解消を図

ることが必要です。 

〇 企業における女性の採用・職域拡大や登用促進など、女性が活躍できる機

会を拡充していくことが必要です。  

＜都に求める取組＞  

〇 事業者による積極的な取組を促すため、積極的改善措置（ポジティブ・ア

クション）の効果や意義について、事業者への啓発や、取組への支援が必要

です。 

〇 間接差別や性別職務分離の是正に向けた企業への普及啓発が必要です。  

〇 特に中小企業に向けては、女性の採用・職域拡大に向けた職場環境の整備

推進等を後押しする取組が必要です。  

〇 男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法等に関連する法制度の内容を事

業者に普及し、雇用の分野における男女の機会均等の更なる推進を図ること

が必要です。 

〇 優れた取組を行う事業者に対し、顕彰やインセンティブを与えるとともに、

好事例を広く発信するなどにより事業主の行動を促すことが必要です。一方

で、法律による義務を果たさないこと等を事業者にとってのマイナス要因と

することで、事業者の取組を促す仕組み等の検討も求められます。 

〇 女性活躍推進法における一般事業主行動計画策定等を細やかに支援する

必要があります。 
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〇 女性活躍推進法における一般事業主行動計画策定・公表等の義務を果たし

ている事業者を公共調達の際に優遇し、事業者の取組を促すことが必要です。 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 女性活躍推進法に基づく事業主行動計画を着実に実行し、女性の活躍推進

を進めていくことが重要です。  

〇 働く人が性別にかかわりなくその能力を発揮できるようにするため、女性

の活躍推進が、持続的な企業競争力や企業価値の向上に資するものであると

の認識を持ち、主体的かつ積極的に取り組むことが必要です。  

〇 男女雇用機会均等法等の関連する法制度の内容についての普及啓発を実

施するなど、雇用の分野における男女の機会均等の更なる推進を図ることが

必要です。 

〇 女性の就労者が少ない業種・職種において、女性が活躍できる環境整備等

に取り組むことが必要です。  

 

 

※積極的改善措置（ポジティブ・アクション）  

積極的改善措置は、基本条例第２条第２号において、「社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要

な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。」と定義されています。また、積極的改善措置は、男女の実質的

な機会の平等を目指すものであり、様々な人々の差異を無視して一律平等に

扱うという結果の平等まで求めるものではありません。  
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（３）女性の就業継続やキャリア形成 

■ 現状・課題 

〇  産業構造の変化や経済のグローバル化、テクノロジーの進展による柔軟

な働き方の普及などの影響により、雇用形態は多様化しています。また、育

児や介護と仕事を両立できる企業環境の整備や保育の受け皿整備等、官民の

取組も進んだこと等により、都内の年齢階級別で見た女性の労働力率の推移

を見ると、出産・育児を迎える年齢階級の女性の労働力率が低下し、子育て

が落ち着く年代で再度、労働力率が上昇するいわゆるＭ字カーブの底は浅く

なり、女性の就業継続状況は改善しているように見られます。  

〇 また、国立社会保障・人口問題研究所の「第 15 回出生動向基本調査（夫

婦調査）」(図Ⅰ-8)によると、第一子の出産前後に就業を継続する割合はこれ

までの調査では、４割前後で推移してきたものが 53.1％へと増加しました。

それでも依然として、５割弱の女性が出産を機に離職しています。  

〇 東京都の大学卒業者のうち就職者に占める正規雇用・非正規雇用の割合

(図Ⅰ-9)を見ると男女ともに正規職員率が 97％と男女差はほとんどありま

せん。しかし、東京都の年齢別非正規雇用率を見ると、男性が 25～54 歳ま

で 10％～15％程度の水準なのに対して、女性は 25～34 歳の 24.6％を底に

して年代区分が上がるごとに非正規雇用労働者の比率が上昇(図Ⅰ-10)して

おり、出産・育児・介護や様々な事情により離職した女性が再び正規雇用と

して働くことが困難な状況を表しています。  

〇 男女の雇用格差の是正という観点からは、正規雇用の女性が出産・育児・

介護等のライフイベントを迎えた際も就業継続することが重要です。そのた

めには育児や介護に関する社会インフラの整備を進めるとともに、育児・介

護等と仕事が両立可能な柔軟な働き方の普及定着と休暇等制度を活用できる

職場環境の整備が必要不可欠です。  

〇 一方で、都内の女性雇用労働者の半数以上はパートタイム労働等の非正規

雇用です(図Ⅰ-11)。働く日や時間を自分で選べるなど非正規雇用は多様な

働き方を実現する選択肢の一つですが、非正規雇用者は正規雇用者と比べて

能力開発やキャリア形成の機会が限られ、職業能力が蓄積されにくい場合も

あり、男女間の待遇格差の要因にもなっています。  

〇 各人が自分に合った働き方を選択し、能力を発揮していくことができるよ

う、長期的な視点に立ったキャリア形成や就業継続支援に向けた取組が必要

です。 

〇 今般のコロナ禍においては、都内女性の就業人口割合が高い、卸売・小売

業や宿泊・飲食サービス業などにおける非正規雇用労働者等の雇用状況が悪
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化し、女性が男性と比べ構造的に不安定な就業状況に置かれていることが改

めて浮き彫りとなりました。  

〇 このような状況に対し、喫緊の課題への対応として、不安定な就業状況に

置かれた非正規雇用の女性や、職を失い就業困難な女性等への支援が必要で

す。 

〇 パートタイム・有期雇用労働法が令和２年４月１日に施行され、正社員と

非正規社員との間で、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。今後

は、法の趣旨を踏まえ、同一労働同一賃金やパートタイム労働者・有期雇用

労働者の待遇改善を実現し、様々な雇用状況で働く女性等の経済的自立に繋

げていく必要があります。  

＜(図Ⅰ-8)第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化（全国）＞ 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」（平成27 年） 

注:対象は第1 子が1 歳以上15歳未満の初婚どうしの夫婦。第12 回～第15 回調査の夫婦を合わせて集計した（客体数12,719）。 

 

＜(図Ⅰ-9)大学卒業者のうちの就業者に占める正規雇用・非正規雇用（東京都）＞ 

【男性】              【女性】 

 

                      資料：文部科学省「学校基本調査」より作成  
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＜(図Ⅰ-10)年齢別非正規雇用率（東京都）＞ 

 

資料：東京都総務局「東京の労働力(労働力調査結果)」 

 

＜(図Ⅰ-11)雇用形態の内訳別雇用者割合(東京都）＞ 

     

資料：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」より作成  

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 企業での雇用環境整備を促進するため、育児、介護や病気治療と仕事の両

立支援や非正規労働者の雇用環境改善等について研修を実施しているほか、

専門家派遣を通じた助言、企業に対する奨励金の支給等を行ってきました。  

〇 就職活動を迎える前の若者を主な対象に、キャリアデザインを学べる e-

ラーニングコンテンツを提供し、様々なキャリアの女性を紹介してきました。 
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■ 取組の方向性 

〇 結婚、出産・育児、介護などのライフイベントと仕事を両立し、就業を継

続することができる職場環境の整備を推進する必要があります。  

〇 働き方や雇用形態を本人の希望に応じて選択することができる環境の整

備を進めることが必要です。  

〇 女性の長期的なキャリア形成・能力開発に向けた取組を支援する必要が

あります。 

〇 非正規雇用の女性に対する正規雇用化への支援強化が必要です。  

〇 非正規雇用労働者の待遇改善や雇用環境の整備が必要です。  

＜都に求める取組＞ 

〇 家庭生活と仕事を両立することができる職場環境の整備に取組む企業の

後押しが必要です。 

〇 非正規から正規雇用に転換した従業員の方々が安心して働き続けられる

よう、企業の労働環境整備の後押しが必要です。  

〇 正規での雇用を希望する方に対する企業における実習の機会の提供や就

労困難者等に対する就職に必要な知識・技能を習得するための支援等が必要

です。 

〇 ビジネススキル向上に向けた研修会や管理職を目指す女性の交流会の開

催等により、女性の長期的なキャリア形成・能力開発を支援する必要があり

ます。 

〇 女性活躍推進に取り組む民間企業等と連携し、民間企業等と都、双方のキ

ャリア支援などに取り組む必要があります。  

〇 非正規雇用労働者の待遇改善や雇用環境の整備に向けた支援が必要です。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 女性の就業継続に向けた環境整備が必要です。  

〇 女性の長期的なキャリア形成・能力開発に向けリカレント教育※・リスキ

リング※を推進する必要があります。  

〇 非正規雇用の女性等の支援や就業困難者等の支援が必要です。  

〇  非正規雇用労働者の待遇改善や雇用環境の整備が必要です。  
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〇 コロナ禍において、非正規雇用労働者が不安定な就業環境に置かれたこ

とが顕在化したことを踏まえ、違法なシフトカットや解雇などを引き起こさ

ないように丁寧な対応に努める必要があります。  

 

※リカレント教育 

学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、

仕事で求められる能力を磨き続けていくための社会人の学び  

 

※リスキリング 

新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの

大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する、させること  
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２ 妊娠・出産・子育てに対する支援 

■ 現状・課題 

〇 育児や介護など、家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の男女が

共に育児・介護をしながら働き続けることができる社会を目指すために、育

児・介護休業法では、原則１歳未満の子供がいる労働者対象の「育児休業制

度」、３歳に満たない子供がいる労働者対象の「短時間勤務制度」などが事業

主の法的義務として定められています。令和３年からは時間単位の介護・看

護休暇取得も認められるようになりました。  

〇 また、次世代育成支援対策推進法では、従業員数が 101 人以上の企業に

対し一般事業主行動計画の策定及び従業員への周知が義務付けられるほか、

厚生労働大臣による認定（特例認定）制度も導入されています。 

〇 このように次世代育成支援の環境整備が進む中、令和元年の東京都の合

計特殊出生率(図Ⅰ-12)は 1.15 で全国最低水準の状況が続いています。未婚

率の上昇、晩婚化の進行、出産年齢の上昇等が主な要因として考えられます。  

〇 また、育児と仕事との両立の難しさのために離職せざるを得ない女性は

未だ多く、全国平均では、５割弱の女性が出産を機に離職しています。  

〇 都では、男女が共に、家庭と仕事や社会活動を両立させ、子供を健やかに

育てられるようにするため、働く場における生活と仕事を両立し活躍できる

環境づくりとともに、保育サービスの充実、地域での子育て支援、育児休業

等の支援及び情報提供などの取組を行ってきました(図Ⅰ-13)。保育サービ

スについては、認可保育所、認証保育所、家庭福祉員等の設置や定員枠の拡

大など充実を図っています。  

〇 認可保育所のほか都独自の制度である認証保育所や小規模保育所等、多

様な保育サービスの充実により、令和３年４月１日現在の待機児童数(図Ⅰ-

14)は、969 人となりました。 

〇 一方で、男性の子育てへの参画の現状を見ると、令和２年度東京都男女雇

用平等参画状況調査によれば、育児休業取得率は男性が 14.5％に対し女性が

94.8％と大きな差が見られ、男性が女性と比べ出産直後から十分に子育てに

参画できていない状況がうかがえます。  

〇 令和３年には改正育児・介護休業法により、妻の産休期間に合わせて、産

後８週間以内に４週間の休暇を分割して取得できる「出生時育児休業（いわ

ゆる男性版産休）」制度が創設され、企業には従業員に個別に育休取得を働き

掛ける義務が課される等、男性が職場で休みを取りやすい雰囲気づくりを促

す取組などが令和４年４月から順次導入されます。  
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〇 都では 2030 年までに男性の育児休業取得率 90％を目標に掲げているこ

とを踏まえ、本計画期間において男性の育児休業取得率 50％を目指し、育児

休業取得の促進に向けた更なる取組が必要です。  

〇 また、コロナ禍では、友達と会えない、学校に行けないことで、多くの子

供がストレスや不安を感じることとなり、先の見えない中、保護者にとって

も子育ての不安やストレスの増大が懸念されています。  

〇 核家族化の進行や地域社会のつながりの希薄化などにより、子育てに当

たって地域で悩みを抱えながら孤立している親も少なくありません。コロナ

禍で進んだ働き方改革や職場の意識変革を一過性のものとせず、夫婦で育児

できる状況を作るとともに、公的サービスや地域など社会全体で子育てを応

援し、子供も父親・母親も笑顔で、子育が楽しいと感じられる社会に向けた

仕組みを構築する必要があります。  

〇  特に、ひとり親家庭で子育てを行っている父親や母親については、子育

ての悩みや負担感が大きいため、子育て支援サービスの情報提供等を的確に

行っていくことが必要です。  

 

＜(図Ⅰ-12)合計特殊出生率の推移（東京都・全国）＞ 

 

資料：東京都福祉保健局「令和元年人口動態統計年報(確定数)」  

厚生労働省「令和元年(2019)人口動態調査（確定数）」  
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＜(図Ⅰ-13)延長保育の実施状況の推移（東京都）＞ 

 

資料：東京都福祉保健局  

 

＜(図Ⅰ-14)保育所（認可保育所）数と保育所待機児童数の推移（東京都）＞ 

 

資料：東京都福祉保健局  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 認可保育所や認証保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育など、

地域のニーズに応じた多様な保育サービスの整備を推進してきました。  

〇 就労形態の多様化等による延長保育のニーズに対応するため、認可保育

所等において 11 時間の開所時間等の前後に行う延長保育を充実してきまし

た。 

〇 地域の大人たちの協働により、放課後における、安全・安心な子供の活動

拠点（居場所）をつくり、スポーツ・文化などを提供してきました。  

〇 従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復帰させた企業への支援、

男性の育児休業取得奨励といった支援を行うことで企業の職場環境整備を推

進してきました。 

 

■ 取組の方向性 

〇 子育てに関する多様なニーズに応じるため、保育サービスの充実を一層

進めるとともに、子供を持つ家庭が地域で安心して子育てできるような仕組

みづくりが必要です。 

〇 本計画期間において男性の育児休業取得率 50％を目指し、育児休業取得

の促進に向けた更なる取組が必要です。  

〇 育児と生活の両立に向けた雇用環境の整備が必要です。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 認可保育所や認証保育所の整備をはじめ、延長保育、低年齢児保育、病児・

病後児保育の充実など、都民の多様なニーズに対応した保育サービスを提供

する必要があります。 

〇 子育てをする親を支援し、地域において安心して子育てができる仕組み

づくりを進める必要があります。  

〇 子育てのために休暇や休業を取得しやすい職場環境づくり等、働く場に

おける環境作りに加えて、男女ともに仕事と子育てを両立することができる

よう対策を進める必要があります。  

〇 本計画期間において男性の育児休業取得率 50％を目指し、男性の育児休

業取得促進に取り組む企業を強力に支援する必要があります。  
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〇 ひとり親家庭に対して情報提供を行うなど、的確な支援を受けられるよ

う取り組む必要があります。  

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 子育てをする親を支援するために、子育てのために休暇や休業を取得し

やすい職場環境づくりなど、「働き方の見直し」を含め、男女ともに仕事と子

育てとの両立が可能な雇用環境を整備する必要があります。  

〇 男性の育児休業取得を促進するため、令和４年４月から事業主は妊娠・出

産の申し出をした労働者に対する個別の周知や休業の取得意向の確認等が義

務となります。法施行を踏まえ、事業者は育児休業取得促進への取組を確実

に進める必要があります。  

〇 地域の様々な人々が子供を見守り、子育てをしている親を支援するネッ

トワークづくりを進める必要があります。 
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３ 介護に対する支援 

■ 現状・課題 

〇  東京都における後期高齢者が総人口に占める割合（後期高齢者人口割合）

は、平成 27 年は 10.6%ですが、令和７年には 13.4%まで上昇し、その後も

同程度の割合で推移すると見込まれています。  

〇  東京都の後期高齢者のうち要介護認定率の高い 85 歳以上の高齢者は、令

和 17 年には最大となり、平成 27 年に比べて約 1.8 倍に増加すると予測(図

Ⅰ-15)されていることから、中重度要介護者の増加に伴う医療・介護ニーズ

の増加などが見込まれ、仕事を持ちながら介護に携わる人も増加すると考え

られます。 

〇 令和２年度の東京都男女雇用平等参画状況調査によると、都内企業で介護

休業規定を設けている事業所は９割を超え、多様な働き方を取り入れる企業

も増えてきています。しかし、介護と仕事の両立が難しく、仕事を辞めざる

を得ない人もいます。 

〇  総務省「就業構造基本調査」(図Ⅰ-16)によると、都内における介護・看

護を理由とした離職者は、2012 年 10 月～2017 年９月で女性が 32,000 人、

男性が 11,800 人となっています。女性の離職者の割合が大きいものの、経

年で見ると女性が減少傾向に対し、男性が増加傾向であり、特に東京は全国

に比べ、男性の割合が高い傾向が見られます。  

〇 介護との両立が必要となるのは、企業においては中核となる役割を担って

いる世代が多く、介護のために働き盛りの従業員が退職せざるを得ない状況

になることは、企業にとっても深刻な問題です。しかし、介護は子育てと異

なり、いつまで支援が必要なのか先が見えないことや、子育てと違い周囲に

相談しにくい雰囲気があることから、従業員のニーズが見えにくく、企業に

おいても、子育て支援に比べると対応が進んでいない状況にあります。従業

員にとって肉体的・精神的な負担が大きくなっており、介護と仕事を両立で

きる仕組みを整えるとともに、介護を抱えている状況を職場で相談できる環

境づくりが重要です。 

〇 東京の特性として、就業機会を求めて、他県から人が集まっているという

ことがあります。働いている人は都内に、介護の対象となる高齢者は遠隔地

を含め他県にいることも多いと言われており、こうした状況も介護と仕事の

両立を困難にしています。  

〇 介護サービスは質・量ともかなり充実してきましたが、都内は地価が高く、

施設サービスの拡充が困難であることや、介護サービスの人材不足等の問題

を抱えています。こうした問題に対して適切に対応し、介護サービスをより

充実させることが重要です。 
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〇 また、核家族化の進行や地域社会でのつながりの希薄化などにより、介護

に当たり、地域で悩みを抱えながら孤立している人も少なくないと考えられ

ます。 

〇 介護と仕事を両立させていくためには、家族、親族、地域社会等との協力・

連携を図りつつ、効果的に介護サービスや企業の制度を活用して就業を継続

することが必要です。 

〇 要介護・要支援認定者数が増加することが予測される中、これまで以上に

介護の問題に直面する人が増加することが想定されます。そのため、社会全

体で高齢者を介護する人を支援する観点から、精神面を含めて介護をする人

の負担感を解消し、安心して介護と仕事を両立できるような社会を目指す必

要があります。  

＜(図Ⅰ-15)高齢者人口 （年齢 ５歳階級別） の推移（東京都）＞ 

 
東京都総務局による推計（令和２年～令和 22 年）  

資料：総務省「国勢調査」（平成 12 年から平成 27 年まで ）  

 

＜(図Ⅰ-16)介護・看護を理由とした離職者数（東京都）＞ 

 

資料：総務省「就業構造基本調査」  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 訪問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デイサービス）、短期入

所生活介護（ショートステイ）等の適切なサービス量の確保に努めてきまし

た。 

〇 従業員に介護休業を取得、復帰させた企業への支援を行うことで、企業の

職場環境整備を推進してきました。  

〇 家庭と仕事の両立推進に向けて、法定以上の両立支援策等を実践してい

る企業を広く紹介するとともに、家庭と仕事のポータルサイトにて、情報を

総合的に提供してきました。合わせて、介護と仕事の両立について、シンポ

ジウムの開催による意識啓発を行ってきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 男女ともに、介護と仕事の両立が可能な社会を目指す必要があります。  

〇 企業における両立支援が円滑に運用されるような支援策の充実と、介護

の問題に直面した男女が地域や周囲の協力を得ながら両立を実現させるため

の情報提供が必要です。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 介護人材の確保、育成、定着を支援するなど介護サービスの一層の充実、

介護サービス基盤の整備に取り組むことが必要です。  

〇 男女ともに介護と仕事の両立が可能となる職場環境の整備を一層促進す

ることが必要です。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 介護の状況を相談しやすい職場づくり、介護休業を取得しやすい環境づく

り、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度等の導入など、「働き方の見直

し」を含め、介護する人を支援し、男女ともに介護と仕事の両立が可能な雇

用環境を整備する必要があります。  

〇 介護人材の待遇改善に向け、取り組むことが必要です。  

〇 地域の様々な人々が介護される人を見守り、介護している人を支援するネ

ットワークづくりを進める必要があります。  
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４ 職場や就職活動におけるハラスメントの防止 

■ 現状・課題 

〇 セクシュアル・ハラスメントは、被害者の人権を著しく侵害し社会的にも

許されない行為です。雇用の場だけでなく、教育や福祉などの現場や地域社

会においても発生する可能性があり、性別・性自認・性的指向を問わず被害

者となる恐れがある一方、誰でも加害者となる可能性があります。  

〇 都は、基本条例第 14 条において、あらゆる場におけるセクシュアル・ハ

ラスメントを禁止しています。  

〇 雇用の場においては、男女雇用機会均等法により、セクシュアル・ハラス

メントに対する防止措置が事業者の責務とされており、女性だけでなく男性

も対象となっています。また、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いも禁

止されています。 

〇 また、近年、職場における人権侵害として、パワー・ハラスメントの問題

が深刻化しています。パワー・ハラスメントについては、業務上の指導との

線引きが難しいという側面があるものの、セクシュアル・ハラスメントと同

様に、パワー・ハラスメントは社会的に許されない行為です。  

〇 令和２年６月に労働施策総合推進法が施行されたことにより、正式にパワ

ー・ハラスメントの防止が法制化され、事業主に対して防止措置を講じるこ

とが義務付けられました。また、セクシュアル・ハラスメントについても法

改正により不利益取り扱いの禁止や事業主の責務の明確化など防止対策の強

化が図られました。 

〇 さらに、厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」では、性自認

や性的指向に関するハラスメントやアウティング※といったＳＯＧＩ※ハラ

スメントも含め、企業にパワー・ハラスメントの防止対策を求めています。  

〇 東京都産業労働局「令和元年度東京都男女雇用平等参画状況調査」(図Ⅰ-

17)によると、過去５年間に職場でセクシュアル・ハラスメント又はパワー・

ハラスメントを「受けたことがある」と回答した人は、女性がおよそ 24％、

男性がおよそ 13％、「受けた行為がハラスメントに当たるかは分からない」

と回答した人は、女性がおよそ 15％、男性 11％となっています。また、「見

聞きしたことがある」と回答したのは、女性がおよそ 35％、男性がおよそ 39％

となっています。 

〇 職場における嫌がらせ行為については、これらの問題にとどまらず、マタ

ニティ・ハラスメント（職場における妊娠・出産者に対する嫌がらせ行為）の

ほか、パタニティ・ハラスメント（育児休暇等を取得しようとする男性への
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嫌がらせ行為）も問題となっています。これから子供を迎える男女社員等へ

の嫌がらせは被害者たる相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為である

ことはもとより、女性の活躍推進には配偶者の家庭生活への参画が重要であ

り、これらの嫌がらせ行為が発生しないよう防止対策を講じていくことが求

められます。 

〇 また、近年は就職活動中の若者に対するセクシュアル・ハラスメント等い

わゆる就活セクハラが問題となっています。令和２年度に厚生労働者が実施

した調査(図Ⅰ-18)によると、就活等セクハラを経験したと回答した人は、男

女とも 25％強となっており、受けた就活等セクハラの内容としては「性的な

冗談やからかい」の割合が最も高く、「食事やデートへの執拗な誘い」が続い

ています。被害を受けた場面は「インターンシップに参加した時」が最多で、

「企業説明会やセミナーに参加した時」の割合も高くなっています。就活等

セクハラを受けた後の行動は「何もしなかった」が 24.7％で最も高くなって

います。 

〇 厚生労働省は、令和２年６月に施行したセクシュアル・ハラスメント防止

対策の指針で企業に対し、インターンシップに参加した人などにも適切に対

応することを求めています。 

〇 就活等セクハラの根絶に向けた対策強化に取り組むとともに、被害にあっ

た若者に向けて相談体制等の充実強化が必要です。  

＜(図Ⅰ-17)職場のハラスメントの発生状況(都内事業所)＞ 

 

※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 人以上の事業所で、13 業種、合計 2,500 社。  

※「職場」とは、「労働者が業務を遂行する場所」を指しており、事業所内に限らず、出張先や取

引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、営業車中なども含む。  

資料：東京都産業労働局「令和元年度男女雇用平等参画状況調査」  
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＜(図Ⅰ-18)受けた就活等セクハラの内容(全国)＞ 

 

調査対象:2017～2019 年度卒業で就職活動(転職を除く)又はインターンシップを経験した男女

1,000 名のうち就活等セクハラを受けた者、複数回答  

資料：厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」  

 

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 労働者・使用者双方に対して、ハラスメント防止に関する普及啓発活動を

行ってきました。また、職場におけるハラスメントに関する相談、あっせん

を行ってきました。 

〇 都庁内において、各任命権者の代表、関係局の代表及び関係者等からなる

連絡会議を設置して、都におけるセクシュアル･ハラスメント等の防止を図

ってきました。 

■ 取組の方向性 

〇 ハラスメント行為は被害者たる相手の尊厳や人格を傷つける社会的に許

されない行為であることを広く周知徹底するため、普及啓発や相談体制の充

実などが必要です。 

〇 職場におけるハラスメント行為の防止に向けては、使用者への啓発を含

め、具体的な取組方法や行政による支援策等を周知し、主体的な取組を促す

ことが必要です。 
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〇 就活ハラスメントの根絶に向けた企業の取組強化と被害にあった若者の

相談体制の充実強化が必要です。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 職場におけるハラスメント行為を防止するために、引き続き、法令の周知

や相談体制を整備することが必要です。  

〇 就活ハラスメントに対する若者に向けた相談体制の充実強化が必要です。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 各企業において、男女雇用機会均等法等法令に基づき、ハラスメント行為

の防止対策を実施し、取組を強化するとともに、従業員に対する周知を図る

ことが必要です。 

〇 相談しやすく、迅速かつ適切な対応ができる体制の整備を進めることが

必要です。 

〇 各企業において、就活ハラスメントの根絶に向けた従業員に対する意識

啓発やハラスメントの起こりにくい採用プロセスなどの対策を講じることが

必要です。 

 

※アウティング 

本人の同意なく、その人の性自認や性的指向に関する情報を第三者に暴露するこ

と。 

 

※ＳＯＧＩ（ソジ） 

性自認及び性的指向のこと。性的指向 Sexual Orientation 及び性自認 Gender 

Identity の頭文字。 
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５ 起業等を目指す女性に対する支援  

■ 現状・課題 

〇 社会経済情勢が著しく変化する中にあって、その変化に柔軟かつ創造的に

対応できる意欲ある起業家や商店・小工場などの自営業者は、東京の活力を

生み出します。 

〇 起業による経営は、仕事の量や場所・時間などを自分自身で決めやすいこ

とから、育児や介護との両立がしやすい面もあります。  

〇 平成 29 年の調査(図Ⅰ-19)によると、都の女性起業家数は平成 24 年の

12 万８千５百人から 14 万４千人に増加し、全国と比較して 30 歳代までの

起業割合が高くなっています。  

〇 近年では女性の起業の幅が増し、いわゆる「プチ起業」の規模感のものか

ら、これまでのビジネス経験を活かしてよりダイナミックなビジネスを志す

女性起業家が徐々に増加している一方、男性に比べて、都内起業家が全国規

模やグローバルで活躍している事例が少ない現状があります。起業を目指す

女性や成長を目指すベンチャー企業の女性経営者の育成・支援を進めロール

モデルを創出していくことが重要です。  

〇 また、創業時に必要な資金の融資や創業環境の整備等に加え、起業家同士

の交流の場を設け、新たな知識やネットワークの獲得を支援することも有効

です。 

〇 自営業者や農林水産業など家族経営が行われている分野では、経営と生活

が密接になっており、その分離が難しい場合も見受けられます。女性が身近

で働くことが可能である反面、労働時間が長くなったり、育児・介護等の負

担が女性にかかりやすい面があります。今後、自営業や農林水産業において

女性の経営の参画を支援することと併せて、育児・介護等の負担を軽減する

ための取組が求められます。  
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＜(図Ⅰ-19)女性有業者に占める起業家の割合（全国・東京都）＞ 

 

資料：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」より作成 

■ 都のこれまでの主な取組 
〇 スケールアップを目指す女性起業家向けの短期集中型育成プログラムな

どを実施し、ロールモデルとなるような女性スタートアップの創出を図って

きました。 

〇 都内の女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するため、信

用金庫・信用組合を通じた低金利・無担保の融資と地域創業アドバイザーに

よる経営サポートを組み合わせて提供してきました。  

〇 創業に関心のある誰もが利用でき、情報提供から事業化支援までをワン

ストップで行う「ＴＯＫＹＯ創業ステーション」を丸の内、多摩で運営して

きました。 

■ 取組の方向性 

〇 女性が自らの意思に基づき、起業へのチャレンジができるよう、支援して

いく必要があります。 

＜都に求める取組＞ 

〇 企業やＮＰＯを起こす女性や自営業を営む女性への支援が必要です。  

〇 創業時に必要な資金の融資や創業環境の整備等を通じて、女性の起業家

の活躍を支援する必要があります。  

〇 自営業者や農林水産業の分野で働く女性の負担を軽減し、経営等への女

性の参画を促進する必要があります。  

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 企業やＮＰＯを起こす女性や自営業を営む女性への情報提供、ネットワー

クづくりなどを推進することが必要です。  
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６ 育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援 

■ 現状・課題 

〇  東京の活力を維持向上させていくためには、男女を問わず一人ひとりが

社会の担い手として、個性と能力を十分に発揮できるよう、多様な生き方が

選択でき、意欲が持てる社会をつくることが必要です。  

〇 近年女性の有業率が増加傾向にありますが、日本の女性の就業パターン

の一つは、結婚や出産を機に一度労働市場から離脱するという形であり、第

１子出産前後に依然５割弱の女性が退職しています。  

〇 内閣府令和２年版男女共同参画白書(図Ⅰ-20)によると、既婚で子どもの

いる女性にライフステージに応じた働き方の希望について尋ねたところ、「結

婚から第１子出産」までは、正社員フルタイム勤務を希望する人が５割を超

えますが、「末子が未就園児の時」は約１割まで下がり、子供が大きくなるに

従い再び増加し、「末子が中学生以降」では、約４割が「正社員でフルタイム

勤務」を希望しています。しかし、実際には「末子が中学生以降」で正社員

フルタイム勤務をしている女性は 18.4％に過ぎず、非正社員に従事する人が

約 4 割となっており、様々な事情で離職した後に希望に応じた働き方を選択

することが困難な状況がうかがえます。  

〇 一方、介護を理由とした離職者については、育児と異なり見通しがつきに

くく、再就職への意欲が削がれてしまうことが懸念されます。また、再就職

を希望する場合の年齢が高くなること等により希望通りに働くことが難しい

と考えられます。 

〇 育児や介護等の事情をかかえながら就業を希望する人が、仕事を辞めず

に両立できるよう育児や介護に関する社会インフラの整備を図るとともに職

場環境を整備することが大切です。  

〇 また、様々な理由で一度離職し、再就職を望む方が働き方を選択できる環

境を整える必要があります。  

〇 育児・介護による離職者の再就職を困難にする要因として、キャリア中断

があげられます。そこで、再就職に必要なスキルやノウハウを身に付けるた

めの支援が必要となります。  

〇 企業側の取組として、育児や介護を理由とした離職者のための再雇用制

度を整備することも有効です。  

〇 育児等で一度離職した人が仕事の場に復帰する場合、再就職や起業のほ

かに、自らの関心の深い分野でＮＰＯ活動に携わる例もあります。このよう
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に、育児や介護等を理由とした離職者が自らの個性と能力を発揮できる環境

をつくることは男女平等参画社会の実現のみならず、安心して子供を生み育

て、子育ての喜びを実感できる社会を実現することにもつながります。  

＜(図Ⅰ-20)ライフステージに応じた働き方（希望の働き方/実際の働き方）(全国)＞ 

＜希望の働き方＞  

 

(備考)１ .株 式会社 明治安 田総合 研究所 「 25~44 歳の子 育てと 仕事の 両立― 出 産・子育 てに関 する調 査より ー」 (2018 年 6 月)より作成 。  
2．<希 望の働 き方>につい ては、 25~44 歳の既婚 女性と 、子供 が欲し い気持 ちがある 未婚女 性を対 象にし ており 、  

＜実際の 働き方 ＞につ いては 、子供 が いる 25~44 歳 の既婚 女性を 対象と し ている。  

資料：内閣府「令和２年版男女共同参画白書」より作成  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 東京しごとセンターに設置した、出産や育児等で離職した女性など、家庭

と両立しながら再就職を目指す女性のための専用窓口「女性しごと応援テラ

ス」において、キャリアカウンセリングから、職業紹介まで、きめ細かなサ

ービスをワンストップで提供してきました。  

〇 再就職を目指す女性を支援するため、就職活動に関するノウハウや知識

の習得、就職に必要な能力の開発等に資する「女性再就職サポートプログラ

ム」や各種セミナー等を実施してきました。  

〇 結婚、出産、育児等により退職したが、その後再び就職を希望する女性に

対し、職業訓練を実施し再就職を支援してきました。また、パート・アルバ

イト等から正社員を目指す女性を対象として e ラーニングによる訓練を実施

してきました。 

 

■ 取組の方向性 

〇 育児や介護等を理由にした離職者が意欲と能力を活かして仕事の場に復

帰できるよう支援するとともに、再就職の機会の提供や再就職した後の職場

環境の整備など、事業者等の取組を促進していく必要があります。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 育児や介護等を理由にした離職者の再就職や起業を支援するため、対象者

が利用しやすい講習等を実施するなど、効果的な支援が必要です。  

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 育児や介護等を理由にした離職者の再雇用制度の充実や、受け入れ環境を

整備し、活躍の場を提供するとともに、従業員が仕事と育児・介護等を両立

しながら働ける職場環境の整備等を行う必要があります。  
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７ 生涯を通じた男女の健康支援 

■ 現状・課題 

〇 男女平等参画社会の実現に向けては、男女が互いの身体的性差を十分に

理解し合い、相手に対する思いやりを持って生きることが重要です。また、

心身の健康についての正しい知識や情報を入手して、その健康状態に応じ

て適切に自己管理を行うことができるようになることが重要です。  

〇 女性は妊娠・出産、月経随伴症状や更年期症状など女性特有の経験をす

る可能性があるなど、生涯を通じて男女が異なる健康上の問題に直面する

ことに留意する必要があります。近年では、男女それぞれの性差に留意し

た適切な診療（性差医療）や女性特有の健康上の問題を相談しやすい医療

環境づくりに対する取組が行われています。  

〇 妊娠・出産期は、女性の健康にとっての大きな節目であり、安心して安

全に子供を産むことができる環境を確保し維持する必要があります。職場

においても、母性保護の観点から妊娠中の女性に対する配慮が必要です。

また、出産は女性の心身に様々な影響を及ぼしますが、産後の子供との生

活を健やかに送ることができるように適切な支援を行うことも重要です。  

〇 厚生労働省の「人口動態統計」によると、第１子出産時の母親の平均年

齢は近年上昇を続けています。一方、不妊に悩み、実際に不妊治療を受け

る男女が増加していることから、経済的負担の軽減や両立支援を推進する

必要があります。 

〇 妊娠・出産を支える上で、医師をはじめ医療関係者が大きな役割を持っ

ており、東京都では、平成 28 年末の時点で、出生千人当たりの産婦人科

医・産科医師数は、全国平均を上回っており、医療基盤の整備が進んでい

ると言えます。産婦人科・産科医の人数の推移を見ると、減少傾向にあり

ましたが、近年は若干増加傾向にあります。引き続き、安心して出産する

ことのできる環境を整えていくことが求められます。  

〇 人工妊娠中絶件数(図Ⅰ-21)は、全国では減少傾向ですが、東京都では平

成 29 年から令和元年まで増加しており、24 歳以下の若年層が約３割を占

めています。また、全国の性感染症の報告数について、近年減少傾向にあ

りましたが、平成 29 年から令和元年にかけて増加に転じており、24 歳以

下の若年層が全体の約３割を占めています。学校教育とも連携し、引き続

き、効果的な予防啓発等に取り組んでいく必要があります。  

〇 都民の死因の第一位であるがんの死亡率は、男女ともに減少傾向にあり、

女性のがん死亡率に着目すると、乳がんが他のがんと比較して最も高い状

況にあります。また、東京都のがん検診受診率については、「健康増進法に
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基づくがん検診の対象人口率等調査」(図Ⅰ-22)によると、令和２年度調査

では乳がん・子宮頸がん等全ての項目で前回の平成 27 年度調査と比較し

て増加していますが、今後も、新型コロナウイルス感染症のがん検診受診

への影響の状況把握や一層の普及啓発によりがん検診受診率向上に取り組

むことが必要です。  

〇 こころの健康づくりも課題の一つです。令和元年度の東京都福祉保健基

礎調査によると、毎日の生活の中で、悩みやストレスが「ある」（「たまに

ある」、「よくある」と回答した人の合計）と回答した人は男性が 57.4％、

女性が 67.1％となっています。悩みやストレスの原因として、男女で違い

がみられます。上位２つを挙げると、男性では、「自分の仕事」59.5％、「収

入・家計・借金等」30.9％であり、女性では、「自分の仕事」39.5％、「家

族との人間関係」29.7％となっています。相談先としては、「家族」が 44.3％、

「友人・知人」が 37.6％、「相談する必要はないので、誰にも相談してい

ない」が 21.9％、と回答しています。特に、「相談する必要はないので、

誰にも相談していない」人の割合が男性は 31.3％、女性は 15.0％となっ

ており、男性の方が誰かに相談をすることが少ないことがうかがえます。  

〇 東京都の自殺者数は、近年概ね減少傾向が続いていましたが、令和２年

は増加しました。男性が全体の３分の２を占めていますが、特に女性の前

年からの増加率が 13.3％と、コロナ禍の影響で健康問題や経済的な問題な

ど様々な問題が深刻化した可能性もあり、今後も自殺リスクの高まりが懸

念されます。 

〇 男女が互いの性差に応じた健康について理解を深めつつ、男女の健康を

生涯にわたり支援するための取組や、男女の性差に応じた健康を支援する

ための取組を推進していくことが重要です。  

  (図Ⅰ-21)人工妊娠中絶件数の推移（東京都） 

 

資料：厚生労働省「令和元年度衛生行政報告例」  
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＜(図Ⅰ-22)都民のがん検診受診率の推移＞ 

 

*40 歳以上の男性及び満 20 歳以上の女性を対象に住民基本台帳に基づく層化二段階無作為抽出法により標本を抽出。 

平成 22 年調査までの標本数:3,000 標本,平成 27 年調査:5,000 標本,令和 2 年度調査:18,000 標本。  

資料:東京都福祉保健局 平成７,12,17 年度：「老人保健法等に基づく健康診査及びがん検診の対象人口率調査」  

平成 22,27 年度,令和２年度：「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査」  

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 診療体制の整備された分娩環境や低出生体重児等に対する最善の対応な

ど、充実した周産期医療に対する需要の増加に応えるため、地域において妊

娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する総合的な周

産期医療体制を整備してきました。  

〇 女性の心身の健康に関する相談指導や、不妊や不育に関する相談を行うと

ともに、相談・指導に従事する者の養成・資質向上のための講習会や研修を

行ってきました。また、妊娠等に関する正確な知識が広まるように普及啓発

を行ってきました。 

〇 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち医療保険が適用

されず高額な医療費がかかる体外受精と顕微授精に要する費用の助成を行っ

てきました。 
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〇 電話や LINE による自殺相談窓口の充実を図る等、自殺対策を総合的に実

施してきました。 

■ 取組の方向性 

〇 男女の生涯を通じた健康づくりを支援するため、医療関係機関等と連携し、

性や年代に応じた健康支援を充実させる必要があります。  

〇 安心して出産できる環境を確保していく上でも、医療関係機関等と連携し

て産婦人科医の確保等の母子保健医療体制の整備に努める必要があります。  

〇 性感染症など性に関する知識の普及を図る必要があります。特に若年層に

対して、発達段階に応じた適切な性教育を実施する必要があります。  

〇 乳がん・子宮頚がん等に関する正しい知識の普及啓発やがん検診の受診率

の向上に向けた取組を行う必要があります。  

〇 こころの健康づくりについては、悩みやストレスに対する受け止め方や対

応、相談することの意義等について普及啓発を図る必要があります。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 安心して出産できる環境を確保していく上でも、医療機関等と連携して産

婦人科医の確保等の母子保健医療体制の整備に努めるとともに、相談等の支

援を行う必要があります。  

〇 生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう、乳がん・子宮頚がん等

に対する正しい知識の普及啓発やがん検診受診率を向上させる取組を行う必

要があります。 

〇 自殺の未然防止や相談体制の強化など、こころの健康づくりに関する取組

を進める必要があります。  

〇 若年層に対しては、発達段階に応じた適切な性教育を実施する必要があり

ます。 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 出産・育児準備等への支援を行うとともに、医師、医療関係者は、性差に

応じた健康支援や健康指導、母性保護への配慮に努めることが必要です。  

〇 事業所等において、過重労働の削減に取り組むとともに、メンタルヘルス

対策などのこころの健康づくりへの取組の必要があります。  

〇 発達段階を踏まえた適切な性教育を実施する必要があります。  
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男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 
 

急速なデジタル化やグローバル化の進展などにより、人々の価値観や社会

構造が大きく変化する現在においては、同質な構成員だけでなく、男女を含

めて様々な生き方、価値観を持つ多様な人が一緒に協力的に働くことが社会

の発展につながります。  

男女平等参画社会を実現していくためには、「男性が働き、女性は家

庭」「仕事かプライベートか」という固定観念を打破し、あらゆる分野にお

いて性別に左右されず活躍できるという意識を社会全体に根付かせること

が重要です。 

具体的には、長時間労働や固定的性別役割分担意識を前提に形成された

働く場における意識を変革することや、男性が家事・育児に当然に参画す

ること等、社会全体のマインドチェンジを図り、行動変容へつなげていく

ことが求められます。 

さらに、男女が共に個人として尊重され、その個性や能力を発揮するため

には、固定的な性別役割分担意識を払しょくする必要があり、学校・家庭・

地域・職場における教育・学習の果たす役割は大変重要です。多様な学習の

機会を提供するなど社会全体で取り組む必要があります。  

また、男女平等参画社会の実現に向けては、働く場だけでなく、あらゆる

分野において女性の参画を拡大することが必要であり、女性を始め様々な人

がその感性や発想を活かす場が広がることで多様性のある社会の実現につ

ながります。  

 

  

Ⅱ 
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Ⅱ 男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 

１ 生活と仕事における意識改革 

（１）「働く」の意識改革 

■ 現状・課題 

〇 ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に向け、企業も多様な働

き方の推進や両立支援制度の導入を進め、保育の受け皿整備が進むなど官民

が積極的に取組んでいます。さらに、コロナ禍においてはテレワークの普及

が急速に進むなど、働く場における環境整備は急速に進んでいます。  

〇 一方で、都内事業所で働く従業員に、テレワークやフレックスタイムの導

入など、多様な働き方を実現するための課題(図Ⅱ-1)をたずねたところ、「風

土の醸成」「経営者の理解が進まないこと」「管理職の理解が進まないこと」

など、多様な働き方の選択を躊躇するような意識面の課題が存在しています。 

〇 このような状況から、ライフ・ワーク・バランスの実現や女性活躍推進に

向けて、多様な働き方や両立支援制度といった「仕組み」を作るだけでは不

十分であり、「仕組み」を作る企業と「仕組み」を使う社員の双方が意識を改

革していくことが必要となります。  

〇 職場の風土は経営者の意識が大きく影響します。雇用環境の整備が進んで

も「遅くまで残っている方が貢献度が高い」、「休みを取りづらい」といった

雰囲気がある職場では、多様な働き方や両立支援制度は活用されにくくなり

ます。企業のトップは率先して制度を利用するなど、社員が制度を利用しや

すくなるような職場風土づくりを進めることが重要です。  

〇 管理職の意識改革も重要です。管理職の意識は個別の職場単位で見ると、

経営者の意識以上に職場風土に影響を与えることも考えられます。年次有給

休暇取得推進のために必要な取組について都内事業所で働く従業員にたずね

たところ、「管理職が積極的に休暇を取得する」が女性は 53.8％で最も多く、

男性は 48.4％で２番目に上位となっています。管理職の意識改革に向けた取

組が必要です。 

〇 さらに、人事制度の面からは、労働生産性を重視する評価制度の導入や、

性別にとらわれない役割への配置をしていくことなど、制度を変えることに

より社内の意識改革を促す効果が期待できます。また、社員のニーズを踏ま

えた使いやすい制度設計とその周知を適切に図ることも重要です。  

〇 一方で、男女格差是正に向けて、管理職、役員といった指導的地位の女性

を増やしていくために、女性自身も、固定的性別役割分担意識にとらわれな



  第 2 部 Ⅱ男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 

50 

いよう、働く場における意識を変革していく必要があります。ロールモデル

が少なく、キャリアを考える機会が少ない女性に向け、ロールモデルの紹介

や女性管理職の交流の機会創出などにより、女性が生涯を通じたキャリアプ

ランを描く機会を積極的に提供することが必要です。合わせてマネジメント

層の意識改革により女性のキャリアを後押しする職場風土を醸成することも

重要です。 

〇 東京には全国に支社を持つ大企業が集積しており、こうした大企業の意思

決定に女性の意見が反映されることで、多くの人の意識が変わる波及効果が

期待されます。組織の中で少数派の意見が意思決定に影響を与えるには、ク

リティカルマスと言われる 30％以上の比率となることが重要です。このた

め、実質的に経営に参画する女性役員の比率 30％を目指すことが求められ

ます。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

＜(図Ⅱ-1)多様な働き方を実現する上での課題(都内事業所)(複数回答)＞ 

 

※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 人以上の事業所で 13 業種、2,500 社  

資料：東京都産業労働局「令和２年度男女雇用平等参画状況調査」  

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 職場における女性の活躍推進の中心となる者に対して、取組を推進するた

めの実践的な知識の付与や、企業間・従業員間交流の機会を提供するととも

に、責任者の設置、行動計画の策定、計画に定めた目標達成までのプロセス
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を支援してきました。また、女性従業員や男性管理職向けの研修を実施し、

女性管理職の登用拡大を図る企業を支援してきました。  

〇 女性活躍の推進に向け先進的な取組を進める企業や団体、個人を表彰（東

京都女性活躍推進大賞を贈呈）し、その取組内容を広く普及してきました。  

〇 女性管理職のキャリア維持や更なる向上に向けて、気運醸成やキャリア支

援のための講演会・交流会等を実施し、意識啓発や幅広い仲間づくりを支援

してきました。  

■ 取組の方向性 

〇 これまでの男性正社員を前提とした長時間労働の是正を社会全体で進め、

ライフスタイルに合わせて、多様で柔軟な働き方を選択できる社会に向け意

識改革を進めていく必要があります。  

〇 効率的で柔軟な働き方の意義や女性が活躍できる組織の重要性を広く啓

発し、企業経営者等の意識改革を進めていく必要があります。  

〇 働く女性がキャリアについての意識を持ち続けられるよう、女性はもとよ

り男性の意識改革を推進することが必要です。特にマネジメント層に向けた

取組は重要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 性別職務分離是正に向け企業経営者等の啓発に取り組む必要があります。 

〇 長時間労働の是正に向け、働き方改革関連法の遵守とともに、柔軟な働き

方を可能とする仕組み・制度を従業員が使いやすくなるような意識啓発が必

要です。 

〇 柔軟で効率的な働き方や女性の積極的な登用を進める都内企業等の先進

的な取組を発信する必要があります。  

〇 働く人が自身の働き方を主体的に考え見直すための啓発活動を行う必要

があります。 

〇 女性が長期的にキャリアを描くことができるように企業や女性従業員等

に対する普及啓発や情報提供等による意識改革に取り組む必要があります。  

〇 企業団体等と連携するなどにより、社会全体のムーブメントを巻き起こす

ことで、大企業で実質的に経営に参画する女性役員の比率 30％を目指す必要

があります。 
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＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 経営者は、経営戦略の視点からも、過度な長時間労働の改善を含め、「働

き方の見直し」を進めるとともに、女性の能力を引き出すためキャリア形成

意識を促すような取組が必要です。  

〇 管理職は、ライフ・ワーク・バランスの実現に自ら率先して取り組むなど、

性別問わず活躍できる職場づくりに向け、意識的に取り組む必要があります。 

〇 人事担当者は、固定的な性別役割分担意識に捉われない、人事制度を設け、

公平な人員配置を行うことで社内の意識改革を促す必要があります。  

〇 企業の規模を問わず、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法の理解を深め、

働く場における男女平等参画・女性活躍推進に向けた意識醸成を図る取組が

必要です。 

〇 大企業において、実質的に経営に参画する女性役員の比率 30％を目指す

ことが求められます。 
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（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革 

■ 現状・課題 

〇 東京都が令和元年に実施した「男性の家事・育児参画状況実態調査」(図

Ⅱ-2)によると、男性と女性の家事・育児関連時間の差は５時間１分となって

おり、男性と女性の家事・育児時間には大きな差が生じています。  

〇 男女が家庭生活に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会は、本計画

の基本理念の一つで目指すべき男女平等参画社会の一つです。  

〇 男性の家事・育児参画は社会全体に様々な好影響を及ぼすことが期待され

ています。男性が、家庭での責任を分担し、女性の負担が軽くなることで、

女性が社会に参画しやすくなります。男性にとっても生活の充実につながり、

生涯にわたる豊かな人生につながると考えられます。企業にとっても時間効

率や生産性を意識した働き方が実践されることは大きなメリットがあると言

えます。 

〇 令和３年度に東京都が実施した「男性の家事・育児参画状況実態調査」に

よると、コロナ禍において、テレワークの実践などにより男性の在宅時間が

増加し、平日の男性の家事・育児参画時間は増加したものの、土日の家事・

育児時間が減少するなどにより、週全体の平均で見ると、男性の家事・育児

関連時間にはほぼ変化が見られませんでした。  

〇 一方で、家族の在宅時間が増えたことが家庭の家事総量の増加をもたらし、

女性の家事・育児時間が増加した結果、令和３年度の男女の家事・育児関連

時間の差は５時間 20 分となり、令和元年度と比較して 19 分拡大しました。 

〇 なお、コロナ禍における男性の意識の変化に目を向けると、コロナ禍にお

いて「在宅時間のうち仕事以外に使える時間が増えた」と答えた男性のうち

71.3％が「生活を重視するようになった」、65.5％が「家事（育児）に対す

る理解が深まった」と回答しており、在宅時間の増加が男性の家庭に対する

意識に影響を与えています。こうした意識の変化を家事・育児の実践につな

げていくための後押しも必要です。  

〇 男性の育児休業取得率に目を向けると、令和２年度男女雇用平等参画状況

調査の都内事業所における育児休業取得率(図Ⅱ-3)は、14.5％となっており、

５年前から 10 ポイント近く上昇しています。一方で、育児休業取得期間を

男女別に見ると、女性は６か月以上の取得が 90%以上に対し、男性は１か月

未満の取得が約 50％、６か月以上の取得は約 15％と、女性と比べ取得期間

が短くなっています。男性が育児休業を長期間取得することにより、出産後

の女性の負担が軽減されるとともに、男性が家事・育児を主体的に担えるよ

うなスキル、能力が身につくことが期待されます。  
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〇 男性の家事・育児参画を女性の家事・育児時間の減少、社会への参画時間

の創出につなげるためには、テレワークの普及・定着や男性が育児休業を当

たり前に取得する気運を醸成するとともに、男性が主体的に家事・育児に参

画できるようになることが重要です。  

〇 企業経営者・マネージメント層は男性の家事育児参画推進が企業の生産性

等のメリットにつながる意識を持ち、男性の育児休業取得や生活と仕事の両

立支援制度を取得しやすい環境を整備するとともに、制度の対象となる男性

が家事・育児を実践しやすくなるように後押しすることが重要です。  

〇 「令和２年度都民の男女平等参画意識に関する調査」において、男性が家

事・育児を行うことについてのイメージを都民全体に尋ねたところ「男性も

家事・育児を行うことは、当然である」が 67％となっています。男性の家事・

育児参画を社会全体で理解し、当たり前のこととして定着させていくために、

当事者夫婦はもちろん、当事者夫婦を後押しする、親・上司等のシニア世代

やこれからの社会を担う若者世代まで、あらゆる人々のマインドチェンジに

向けた気運醸成が重要です。  

〇 男性が自立して主体的に家事・育児に参画するようになるためには、ロー

ルモデルや気軽に家事・育児のノウハウを入手できる機会も重要です。また、

女性の家事・育児時間の減少という観点からは、夫婦全体の家事・育児負担

を減らす家事代行サービスや時短につながるスマート家電など外部リソー

スの活用も有効となってきます。  

＜(図Ⅱ-2)配偶者・未就学児を持つ男女の家事・育児関連時間(東京都)＞ 

 

資料：東京都生活文化局「令和元年度男性の家事・育児参画状況実態調査」※週全体平均  
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＜(図Ⅱ-3)育児休業取得の状況の推移(都内事業所)＞ 

 

※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 人以上の事業所で 13 業種、2,500 社  

資料：東京都産業労働局「令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査」  

 

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 男性の家事・育児参画に向けた気運を醸成するため、家事・育児に積極的

に取り組む男性の事例や職場に対する働きかけなどを、ＷｅｂサイトやＳＮ

Ｓ等で発信し、ライフ・ワーク・バランスの推進に向けた普及啓発を実施して

きました。 

〇 男性の家事・育児参画に向けた社会全体の意識改革を促すため、当事者だ

けでなく経営者、親世代、若者等、様々な主体に向け、多様な媒体を活用した

普及啓発を実施してきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 当事者夫婦、企業、あらゆる世代の都民に向け、意識改革を働きかけ、男

性の主体的な家事・育児参画に向けた行動変容を促す必要があります。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 家事・育児分担について夫婦の意識改革や男性の主体的な家事・育児参画

に向けた行動変容を促すため、様々な媒体を活用し、メッセージを発信する

必要があります。 

〇 男性の家事・育児参画推進のメリットの理解を企業に促し、男性の育児休

業取得や日常的な家事・育児参画の後押しが必要です。  
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〇 民間団体や企業とタイアップするなど、幅広い気運醸成の取組を展開し、

男性の家事・育児参画を当然と考えるマインドを社会全体に定着させる必要

があります。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 事業者は、経営戦略の視点から、男性の家事・育児参画を応援するマイン

ドを企業全体で共有する必要があります。 

〇 時間効率や生産性を意識した働き方の実践や女性の社会参画の機会の拡

大、男性の生活の充実等、男性の家事・育児参画が進むことが社会全体に好

影響を与えることを踏まえ、企業、民間団体、個人等あらゆる主体において、

男性の家事・育児参画の意識を高める取組を推進する必要があります。  
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（３）男女平等参画に向けた意識改革 

■ 現状・課題 

〇 男女平等参画社会の実現に向けた阻害要因として考えられている、固定的

性別役割分担意識や性差による偏見・無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）は、往々にして幼少のころから長年の生活の中で形成され、女性、

男性あらゆる世代において存在しています(図Ⅱ-4)。 

〇 長期間をかけて形成された社会の意識改革を図ることは容易ではありま

せん。メディア、企業、地域、学校等人々が情報に触れる生活上のあらゆる

場においてメッセージを発信し、意識変革に向けた気運を醸成、行動変容を

促すことが必要です。 

〇 その際に重要になるのが、世代や環境により多様化する都民の興味・関心

を把握したうえで、メッセージを適宜・適切に提供することです。  

〇 現在はオンラインでの情報入手が主流となっており、ＳＮＳ等の拡散効果

を意識した情報発信が必要です。一方でテレビ・新聞等のマスメディアは信

頼性の高い媒体として認知されており、多くの都民に対する情報発信として

効果的です。 

〇 さらに情報発信に当たっては民間企業・団体と連携することにより発信力

の高い効果的な普及啓発が可能となり、メディアも巻き込むことで社会全体

への効果的なメッセージを発信できます。 

〇 また、男女平等参画に向けた情報発信は東京都だけでなく様々な主体にお

いて行われています。都内の区市町村においても、地域住民に向けて男女平

等参画に関する普及啓発や情報提供を行っています。また、41 区市町村で

設置されている男女共同参画センターにおいても男女平等参画に関する情

報を提供しています。都はこうした、区市町村や国、企業・ＮＰＯ等様々な

団体と連携することで、より多くの都民に向け男女平等参画に係る普及啓発

を進めていくことが必要です。  

〇 加えて、都は区市町村や民間事業者などの好事例を東京都全体に広く周知

し、都民・事業者の取組を促すことで都内全域の男女平等参画を推進するこ

とが必要です。 
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 ＜(図Ⅱ-4)「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について（全国）＞ 

 

資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」(令和元年)より作成 

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 「女性が輝くＴＯＫＹＯ懇話会」等を開催して知事が自ら発信し、女性の

活躍推進の普及啓発を進めてきました。  

〇 「東京都女性活躍推進ポータルサイト」、「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バ

ランス」等のホームページにおいて、効果的な情報発信を行ってきました。 

 

■ 取組の方向性 

〇 普及啓発の対象者を明確化し適切な手法・媒体の選択により、女性の活躍

推進や男女平等参画に向けた普及啓発を推進する必要があります。  
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＜都に求める取組＞ 

〇 ＳＮＳやマスメディア等対象者に応じた効果的な手法・媒体を適切に活用

しながら、都民に対し、女性の活躍推進や、男女平等参画に関する情報を分

かりやすく効果的に発信することが必要です。  

〇 女性の活躍や男女平等参画の推進のために、区市町村や国、企業・ＮＰＯ

等様々な団体との連携を図りながら普及啓発を進めていく必要があります。 

〇 男女平等参画を推進するために、様々な団体との交流会や研修会を実施す

る必要があります。 

〇 区市町村や民間事業者などの好事例を東京都全体に広く周知し、都民・事

業者の取組を促すことで都内全域の男女平等参画を推進することが必要で

す。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 職域や地域等での様々な活動等を通じて、女性の活躍推進や男女平等参画

に関する情報を提供していく必要があります。  

〇 各団体内において、女性の活躍推進や男女平等参画に関する意識啓発を進

める必要があります。 
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（４）社会制度・慣行の見直し 

■ 現状・課題 

〇 令和２年 11 月に実施した「男女平等参画に関する世論調査」において、

様々な分野における男女の地位の平等感(図Ⅱ-5)をきいたところ、「社会通

念・習慣・しきたりなど」における男女の地位については 76.4％が「男性の

方が優遇されている」と考えています。  

〇 また、「法律や制度」における男女の地位の平等感については 51.4％が

「男性の方が優遇されている」と答えています。  

〇 高度経済成長期における片働きが一般的であった時代に形成された、夫が

働いて収入を得て、妻は専業主婦、子どもは２人の４人世帯という家族構成

が「標準世帯」と呼ばれ、家計の税や社会保障の給付・負担などを計算する

上でのモデルケースとして扱われていますが、現在は、高齢者のみの世帯や

単身世帯、夫婦共働きの世帯なども日本の総世帯数の相当の割合を占めてい

るなど、状況は大きく変化しています。  

〇 家族に関する法制については、婚姻後も仕事を続ける女性が大半となって

いることなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使えないことが婚姻後の生活

や仕事の支障となっているなど、様々な意見があります。  

〇 男女が能力を十分発揮して多様な生き方を選択できる柔軟な社会の仕組

みづくりのためにも、従来の社会制度や慣習・慣行について、男女平等参画

の視点から見直しや改善を図る必要があります。 

          ＜(図Ⅱ-5)男女の地位の平等感(東京都)＞ 

 
 (注 1)「男性 の方が 優遇さ れてい る」 は「男性 の方が 非常に 優遇さ れてい る」、「どち らかと いえば 男性の 方が優 遇さ れている 」の合 計。  

「女性の 方が優 遇され ている 」は「 女 性の方が 非常に 優遇さ れてい る」、「 ど ちらかと いえば 女性の 方が優 遇され て いる」の 合計 。  

資料：東京都生活文化局「令和２年度  男女平等参画に関する世論調査」より作成  

[n=1,990]
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 都における男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進

するため、関係各局部長を委員とする男女平等参画推進会議を運営してきま

した。 

 

■ 取組の方向性 

〇 男女で取り扱いの異なる社会制度や慣習・慣行について男女平等参画の視

点から見直しが必要です。  

〇 社会制度や慣行が固定的な性別役割分担意識等や性差に関する偏見等に

より男女に中立に機能しない場合には是正が必要です。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 男女で取り扱いの異なる社会制度や慣習・慣行について、男女平等参画の

視点から見直しについて、理解を求めていく必要があります。  

〇 都の施策の企画・立案の段階から、男女平等参画の視点を踏まえて推進す

る必要があります。 

〇 庁内の会議や研修を通して、社会制度や慣行について、男女平等参画の視

点から理解を求める必要があります。  

〇 選択的夫婦別姓制度など東京都だけでは変えることが難しい社会制度等

については、国への積極的な提案を検討する必要があります。  

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 社会における様々な活動や地域活動等において、男女で取り扱いの異なる

慣行等の見直しを図る必要があります。  

〇 各団体内で、社会制度や慣行が固定的な性別役割分担意識等や性差に関す

る偏見等により男女に中立に機能しない場合、必要な見直しをすることが望

まれます。 
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２ 教育・学習の充実 

（１）学校での男女平等 

■ 現状・課題 

〇 男女が共に自立して個性や能力を発揮できる男女平等参画社会を実現す

るためには、子供の頃から男女平等参画の理解を促していくことが重要です。

そのためには、教育・学習を欠かすことができません。  

〇 都の「男女平等参画に関する世論調査」で、様々な分野における男女の地

位の平等感(図Ⅱ-5)をたずねたところ、「全体として」の平等が 19.5％だっ

たのに対し「学校教育」については、67.5％が平等と回答しています。  

〇 文部科学省「学校基本調査」によると、東京都の女性の大学進学率 70.3％

と男性の 62.8％を上回っており、女性の大学進学率が男性の大学進学率を上

回っています(図Ⅱ-6)。学校教育においては、児童・生徒・学生が男女の互

いの違いを認めつつ、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定

観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれずに、そ

れぞれの個性と能力を伸ばすことができるよう、男女平等教育を適切に推進

していく必要があります。  

〇 教員の言動は、児童・生徒・学生の進路選択やキャリア形成等に影響する

可能性があるとともに、教員自身が児童・生徒・学生の身近な働き方・暮ら

し方のロールモデルの一つとなり得ることから、教職員の男女平等教育につ

いての認識を高めていくとともに、女性の管理職登用の促進を図ることも必

要です。特に学校長など管理職は学校運営に影響を与えることから、男女平

等に関する高い意識を持つことが必要です。  

〇 性自認及び性的指向に関して困難を抱える児童・生徒・学生が在籍してい

ることも想定し、性の多様性に関する理解を深めるなど、きめ細かな取組が

必要です。 

〇 都立高校の入学者選抜では、全日制普通科（学年制）において男女別定員

を設けているため、男女間で合格最低点に差が生じています。このため、募

集人員の１割について、男女合同の総合成績により合格者を決定する緩和措

置を、令和 3 年度入学者選抜においては対象校 110 校のうち 42 校で実施し

ています。 
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＜(図Ⅱ-6)大学（学部）・短期大学（本科）への進学率（過年度高卒者を含む）の推移（東京都）＞  

 

                      資料：文部科学省「学校基本調査」より作成  

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 学校が、学習指導要領を踏まえ、「東京都男女平等参画基本条例」に基づ

き、教育活動全体を通して組織的・計画的に適正な男女平等教育を実施でき

るよう、指導計画の作成など指導内容の改善のための指導・助言を行ってき

ました。 

〇 区市教育委員会等との連携を通し、人権教育指導推進委員会を開催し、研

究・協議を行ってきました。  

〇 都内区市町村教育委員会や公立中学校に対し、中学生の職場体験事業（わ

くわく Week Tokyo）への参加を呼びかけてきました。  
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■ 取組の方向性 

〇 学校においては、教育活動全体を通じて、組織的・計画的に男女平等教育

を推進する必要があります。  

〇 東京都には全国から大学生が集中しており、それらの学生に対して、男女

平等参画に関する発信をしていくことが必要です。  

〇 人権尊重を基盤にした男女平等参画社会の実現のため、学校、家庭、地域、

職場等あらゆる場において、相互連携を図りつつ、男女平等参画を推進する

教育・学習の充実を図ることが必要です。 

 

＜都に求める取組＞ 

〇 学校において、個性を伸ばす教育を実践し、男女平等参画の考え方を身に

つけた児童・生徒を育成する必要があります。また、性には多様性があり、

互いに尊重し合うことが大切であることを踏まえ、教員が日々の指導を行っ

ていく必要があります。  

〇 固定的性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

などの固定観念の払拭等には、早期からの教育が効果的であり、教育現場で

の啓発が必要です。 

〇 男女とも一人ひとりが性別に捉われない勤労観・職業観を身に付けるとと

ともに、主体的に進路を選択決定する能力、態度を育む必要があります。  

〇 教員に対して、男女平等参画への理解を推進するための研修や情報提供を

行う必要があります。 

〇 都立高校において、より男女平等な入学者選抜を目指すことが必要です。

中学校の進路指導に与える影響が大きいこと等を考慮しつつ、緩和実施校の

規模や緩和率の拡大に取り組み、その結果を踏まえて、男女合同による入学

者選抜への移行を進める必要があります。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 私立学校等においても、個性を伸ばす教育を実践し、男女平等参画の考え

方を身につけた児童・生徒・学生を育成することが望まれます。  

〇 性には多様性があり、互いに尊重し合うことが大切であることを、児童・

生徒の発達段階に即して正しく理解できるようにする必要があります。  
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（２）若者のキャリア教育の推進 

■ 現状・課題 

〇 人生百年時代、テクノロジーの急速な進展等により、これまでの価値観や

暮らし方・働き方の変化のスピードは加速度を増しています。人々はこれか

ら先、これまでのロールモデルに頼ることのできない不確実な時代を生きる

ことになり、これまで以上に様々な場面において、人生の選択の機会が増加

するものと考えられています。  

〇 しかし、社会環境が大きく変化する中にあっても社会に根強く残る固定的

性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は様々

な選択を限定的なものにし、男性の職業、女性の職業など固定的な概念を生

み出す一因となっています。  

〇 例えば、理工分野は女性の参画が進むことにより、多様な研究・技術開発

等も期待される分野ですが、「女性は文系」という固定的性別役割分担意識も

あり、文理選択、学部選択等の段階で女性の選択肢に入りにくい傾向があり

ます(図Ⅱ-7,図Ⅱ-8)。 

〇 また、看護師や介護士に男性が少ないことや建築・土木業に女性が少ない

ことも、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）が大きな要因となっていると考えられます。  

〇 急速に変化する時代において、女性も男性も、一人ひとりが自らの希望や

意思に基づき、選択を行う力を身に付けることが重要となります。そこで有

効となるのが、自ら主体的に考え、行動し、振り返り、未来を描くキャリア

デザインです。 

〇 キャリアデザインを繰り返し行うことで、結婚、就職、出産、育児といっ

た人生のライフイベントや多様な生き方・働き方を理解するだけでなく、進

路選択や職業選択の場面において、固定的性別役割分担意識を打ち破り、性

別に左右されず、自らの意思や希望に応じた選択を可能とします。  

〇 若者に対し、社会的・職業的自立に向けた情報提供や性別に左右されず自

らの希望に応じた生き方・働き方を選択できるような普及啓発が必要です。  
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＜ (図Ⅱ-7)大学生の学部別構成比（全国）＞ 

 

資料：文部科学省「令和２年度学校基本調査」より作成  

 

＜(図Ⅱ-8)専門分野別に見た大学等の研究本務者の推移（女性、全国）＞ 

 

資料：総務省「科学技術研究調査」  

令和２年版男女共同参画白書より作成  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 就職活動を迎える前の若者を主な対象とし、スマートフォンやタブレット

等で気軽に楽しみながらキャリアデザインについて学べるコンテンツを提供

することで、若者のキャリアデザイン意識を醸成してきました。  

〇 東京都立大学における特徴的なキャリア教育の一つとして、1 年次から履

修可能な体験型科目である「現場体験型インターンシップ」を実施してきま

した。大学生活の早い時期での現場体験により、環境、福祉、教育、経済等、

大都市の抱えるさまざまな課題及び自分自身の課題について認識を深め、課

題に主体的に取り組む能力、社会人として必要な基礎的コミュニケーション

能力等を自ら養成することを目指してきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 若者のキャリア教育を推進し、就業前の若いうちから、社会構造のあり方

を視野にいれ、将来への長期的視点に立ったキャリアデザインを行う機会を

支援することが必要です。  

〇 東京都には全国から大学生が集中しており、それらの学生に対して、男女

平等参画に関する発信をしていくことが必要です。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 都内大学等への普及活動を推進し、若者の生涯を通じたキャリアデザイン

意識を醸成することが必要です。  

〇 若者に対し、社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を育

成し、介護・子育て等の今日的な課題に対する啓発を行っていく必要があり

ます。 

〇 固定的性別役割分担意識や無意識の偏見にとらわれず活躍する多様なロ

ールモデルの紹介による普及啓発が必要です。  

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 各団体や大学等において、キャリアデザイン教育を実施していくことが必

要です。 
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（３）多様な学習・研修機会等の提供 

■ 現状・課題 

〇 男女が共に自立して個性や能力を発揮できる男女平等参画社会を実現す

るためには、あらゆる都民に対し男女平等参画の理解を促すことが重要です。

そのためには、模範的な役割を求められる自治体職員や社会教育関係者等が、

人権課題や男女平等参画について正しい理解を深めるための研修機会等の提

供が必要となります。 

〇 近年、価値観やライフスタイルの多様化により、生涯学習へのニーズも多

様化し、産業構造の変化等に伴い、職業能力の向上に対するニーズも高まっ

ています。学習の機会は男女平等参画の理解を深める契機にもなりえます。

社会人となってからも、学び直しや新たな知識・技術を身に付けるためのリ

カレント教育など、多様な学習機会を提供していく必要があります。  

〇 また、誰もが意欲と能力に応じて多様な生き方が選択できる社会を実現す

るためには、性別、性自認・性的指向、国籍、文化等の違いによる多様性を

尊重し、受け入れる共生意識も必要となります。 

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 都民の自己啓発、自主研究などを支援するため、関連図書、行政資料等を

収集、提供し、男女平等参画に関する学習活動を支援してきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 自治体職員や社会教育関係者等が男女平等参画について学習する機会を

設けることが必要です。  

〇 都民が男女平等参画についての情報を学習する機会を設けることが必要

です。 

〇 誰もがライフスタイルに合わせて一人一人の目的と能力に応じた学習が

できるようにするなど、多様なニーズに対応した学習の機会を提供する必要

があります。 

〇 女性も男性も社会で活躍するために、自己の能力の向上や職業能力開発の

機会を提供する必要があります。  

〇 性別、性自認・性的指向、国籍、文化等の違いによる多様性を尊重し、受

け入れる共生意識を広く育むことが必要です。 
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＜都に求める取組＞ 

〇 区市町村等とも連携しながら、都民が男女平等参画についての情報を学習

する機会を設けることが必要です。  

〇 自治体職員や社会教育関係者等が人権や男女平等参画について研修や学

習する機会を設けることが必要です。  

〇 性別、国籍、文化等の違いによる多様性を尊重し、受け入れる共生意識を

学習する機会が必要です。  

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 地域活動等を通じて、男女平等参画の学習の機会を充実する必要がありま

す。 

〇 ＮＰＯ・ボランティア活動等により、男女平等参画の促進を図る必要があ

ります。 
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３ あらゆる分野における女性の参画拡大 

（１）政治・行政等分野 

■ 現状・課題 

〇 男女平等参画社会を実現するためには、男女が政治・行政、地域活動、教

育などあらゆる分野における活動に参加することはもとより、企画、方針・

意思決定段階に女性の参画を拡大していくことが重要です。  

〇 世界経済フォーラムが発表するジェンダー・ギャップ指数で日本は 156

か国中 120 位と先進国の中で最下位レベルで、とりわけ政治・行政の分野に

おける女性の参画の遅れがランキングを押し下げています。  

〇 政治・行政の分野において女性の参画が進むことは、多様な価値観や発想

を政策に取り入れ実現することにつながるものであり、社会全体に与える影

響が大きいことから、重要かつ喫緊の課題と言えます。  

〇 令和３年には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正

され、政党その他の政治団体の自主的な取組の促進として、セクシュアル・

ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等への対応等が明記されました。

また、国・地方公共団体の施策として家庭生活との両立支援のための環境整

備やハラスメントに対する研修や相談体制などの施策を講ずるものと明記さ

れました。 

〇 東京都における参画状況を見ると、政治の分野においては、東京都議会議

員に占める女性の割合(図Ⅱ-9)は増加傾向にあり、令和３年７月現在で

32.3％と、全都道府県の中で最も高くなっています。また、市区町村議会に

おける女性議員の女性割合についても、東京都が全国の中で最も高くなって

います。衆・参両議院議員に占める割合と比較しても、東京都の政治分野で

は女性の参画が進んできています。  

〇 また、行政の分野においては、東京都職員のうち行政系の管理職に占める

女性の割合は、令和２年４月現在 20.2％であり、国の割合や、他の道府県や

民間企業の平均割合を上回る水準となっています(図Ⅱ-10)。 

〇 女性活躍推進法に基づく都の特定事業主行動計画として、令和３年３月に

改訂された「東京都職員『ライフ・ワーク・バランス」推進プラン」では、

行政系の管理職に占める女性の割合を令和７年までに 25％まで高め、さら

に向上させていくことを目標としています。  

〇 東京都の審議会等における女性委員の割合も、ここ数年上昇しており、令

和２年４月現在で 32.9％となっています。都では更に、令和４年度末までに

40％以上とすることを目指しています。  
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〇 教育の分野においても、方針・意思決定過程への女性の参画の拡大を図る

ことは重要です。 

〇 東京都教育委員会においても、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計

画として「東京都教職員『ライフ・ワーク・バランス』推進プラン」を策定

しており、教職員について、女性の活躍やライフ・ワーク・バランスの実現

に向けた取組が進められています。  

〇 都内の公立学校における女性の参画状況を見ると、教員に占める女性の割

合(図Ⅱ-11)については、小学校で 60.9％、中学校で 44.5％、高等学校で

36.1％と、多くの女性教員が活躍していることが分かります。一方、教育管

理職である校長・副校長（教頭）に占める女性の割合(図Ⅱ-12)については、

校長が 18.5％、副校長（教頭）が 26.5％です。 

〇 教育分野における女性の活躍を一層推進するため、管理的地位にある女性

の比率を高めていく必要があります。  

 

＜(図Ⅱ-9)都議会における女性議員の割合の推移（東京都）＞ 

 

資料：東京都議会議員名簿（令和３年７月現在の議員数）より作成  
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＜(図Ⅱ-10)都職員の階層別女性比率の推移(東京都)＞ 

 

資料：東京都人事委員会「令和２年４月１日現在」より作成  

 

＜(図Ⅱ-11)都公立学校における女性教員数の割合(東京都)＞ 

 

 

小学校 

 

中学校 

 

高等学校 

 

女性教員比率 

 

60.9% 

 

44.5% 

 

36.1% 

資料：文部科学省「令和２年度学校基本統計」より作成 

 

＜(図Ⅱ-12)教育管理職に占める女性職員の割合(東京都)＞ 

  

 

都内公立学校 

令和 2 年 4 月 1 日 

 

6 級職(校長) 

 

18.5％ 

 

5 級職(副校長) 

 

26.5％ 

 

管理職計 

 

22.7％ 

資料：東京都教育庁人事部調査より作成  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 職員の採用・昇任・昇格、職務内容の決定及び教育訓練等において、男女

平等の徹底を図ってきました。また、都庁内における審議会等の女性委員の

任用率向上に取り組んできました。  

〇 女性の活躍と育児・介護と仕事の両立など、全ての職員の活躍につなげる

働き方改革を進めるため、時差勤務拡大をはじめとした、より柔軟な働き方

の推進や、20 時完全退庁・イクボス宣言による超過勤務縮減への意識改革・

職場づくり、とちょう保育園の運営等に取り組むことで、職員の生活面の充

実を図るとともに、都民サービス向上につなげる「ライフ・ワーク・バラン

ス」を実現してきました。また、行政系の女性管理職比率の向上、男性職員

の育児休業等取得率の向上にも取り組んできました。  

■ 取組の方向性 

〇 政治・行政分野における女性の参画拡大に向けて、計画的な取組を進める

必要があります。 

〇 女性職員の採用・登用に取り組むとともに、子育てや介護を担う職員を含

め、男女全ての職員の「働き方改革」によるライフ・ワーク・バランスを実

現する必要があります。  

〇 教育分野における女性の活躍を一層推進する必要があります。  

〇 教育分野における意思決定過程への女性の登用を推進する必要がありま

す。 

〇 教職員のライフ・ワーク・バランスの実現に向け取り組む必要があります。 

＜都に求める取組＞ 

〇 キャリアデザインに関する研修などにより、様々な分野における女性の参

画を促進する必要があります。  

〇 都の審議会等の設置根拠となる条例等に「いずれの性も 40％以上」と規

定するクオータ制を導入するなどにより、都の政策や企画立案などへの女性

の参画を更に拡大する必要があります。 

〇 教育分野の管理的地位における女性の参画を進める必要があります。  

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 都からの依頼に応じて審議会等に女性委員を参画させるなど、機会を捉え

て、都の政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図ることが必要です。  
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（２）防災・復興分野 

■ 現状・課題 

〇 東京は、これまでも関東大震災などの大地震により、大きな被害を受けて

います。また、東日本大震災の経験から、遠隔地の地震であっても連鎖的被

害が懸念される地震があることが明らかになりました。また、気候変動の影

響を受け台風や豪雨災害のリスクにもさらされています。  

〇 大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性や

子供、脆弱な状況にある人々がより多くの影響を受けることが指摘されてい

ます。女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮された男女

平等参画の視点からの災害対応が行われるとともに、地域の自主防災組織運

営等においては、有事に備え、日常的に女性の視点を取り入れた検討が行わ

れることが、防災・減災、災害に強い社会の実現にとって必須となります。  

〇 そのためには、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段階

において、女性が主体的な担い手であるという意識をあらゆる人が認識する

ことが必要です。そのうえで、防災・復興分野に女性の意見を反映させてい

くために特に指導的地位における女性の参画が重要となります。  

〇 都道府県によっては、知事が庁内の職員から防災会議の委員を任命する際

に、女性を積極的に登用したり、指定公共機関や指定地方公共機関に対し役

職を問わず女性の推薦を依頼するなど、女性委員の割合を高める工夫を行っ

ています。都においても「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者」

は全員女性を任命するなどの取組により令和２年４月現在 12.2％となって

います。また、東京都震災復興検討会議においては、令和２年４月現在 38.5％

が女性となっています。  

〇 また、消防団の組織の活性化や地域のニーズに応える方策として、女性消

防団員を採用しようという動きも全国的に広まっています。女性消防団員数

(図Ⅱ-13)は微増傾向で、都内における消防団員の女性比率は 3.3％（令和２

年４月時点）となっています。  

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大により、避難所運営等における感染症対

策の取組が行われているところですが、こうした取組にも男女平等参画の視

点が反映されることが重要です。  
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＜(図Ⅱ-13)自衛官、消防団員、都道府県防災会議委員の女性割合＞ 

 

資料：防衛省「令和２年度版防衛白書」  

消防庁「令和２年版消防白書」  

内閣府「地方公共団体における男女参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」  

 

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 地域で防災活動を支える女性の育成、さらには災害時に女性を取り巻く環

境の向上を目指すため、これまで地域防災活動に参加していなかった女性層

を掘り起こし、女性人材の裾野を広げた上で、女性リーダーとして活躍でき

る人材を育成してきました。  

〇 消防団員募集活動を推進し定員の充足を図るとともに、団員の生活に配慮

した訓練方法・訓練時間の工夫等により、団員の仕事や家庭との両立を図っ

てきました。 

 

■ 取組の方向性 

〇 社会に多様な価値観・発想を取り入れるためにも、防災・復興分野を含め

て、従来女性が少なかった様々な分野における女性の参画拡大に向けて、計

画的な取組を進める必要があります。  
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＜都に求める取組＞ 

〇 防災の基礎知識を学ぶセミナーやリーダーとなる人材を育成する研修の

実施等により、防災・復興分野における女性の参画を促進する必要がありま

す。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 従来、女性が少なかった防災・復興分野にも新たに活躍の場を広げること

や、方針・意思決定を行う役職に登用することで、多様な価値観・発想を取

り入れる必要があります。  
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（３）地域活動 

■ 現状・課題 

〇 東京は、世界に冠たる大都市ですが、都民にとって、身近な地域は生活の

本拠であり、日々の暮らしを支えていることに変わりありません。近隣関係

が希薄化していると言われる中で、安心して暮らせるまちをつくり上げるた

めには、地域におけるコミュニティの在り方が重要です。  

〇 地域コミュニティに男性、女性が共に参画することで、多様な意見が活動

に反映されることになり、女性や子供、高齢者など地域を取りまくあらゆる

人々にも配慮した活動が進むものと考えられます。  

〇 初心者でも、こうした活動に参加し、ノウハウやスキルを蓄積していくこ

とで、各々の個性や能力が引き出され、豊かな生活の実践につながることも

あります。 

〇 また、こうした地域のコミュニティにおける基礎的な活動を始め、ボラン

ティア、ＮＰＯなどの様々な活動に、女性をはじめ、若者、高齢者、障害者

など多様な人々が参加していくことも重要です。  

〇 しかしながら、都の「男女平等参画に関する世論調査」(図Ⅱ-14)による

と、男性の 26.9％、女性の 32.9％が、社会活動・地域活動に参加している

一方で、「参加したいが、できていない」と回答した人の割合は、男性が 39.7％、

女性が 34.8％となっています。 

〇 「参加したいが、できていない理由」は、「仕事が忙しいから」、「参加

方法がわからない、きっかけがないから」「経済的余裕がないから」が挙げ

られています。 

〇 ＮＰＯ、ボランティア団体、ＰＴＡ、町会・自治会、商店街など身近な地

域社会においては、女性が中心となって活動を行っている場合も多い一方、

働く世代の男性の多くは仕事に追われて、地域の活動に参加することが難し

い状況にあります。 

〇 他方、内閣府「令和 2 年度 女性の政策・方針決定参画状況調べ」による

と都内自治会の自治会長における女性比率は 12.1％となっている等、地域コ

ミュニティで女性の意思決定層の割合は低く、地域活動に多様な意見を反映

するため、女性リーダーを増やしていくことも必要です。  

〇 地域は生活の拠点であり、男女とも心豊かで生活しやすい地域社会を構築

するために、働いているいないにかかわらず、男女がともに地域活動に参画

し、地域ぐるみで活性化を図ることができるようにする必要があります。  
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 ＜(図Ⅱ-14)社会活動・地域活動への参加状況(東京都)＞

 

資料：東京都生活文化局「男女平等参画に関する世論調査」（令和元年）  

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 地域における女性の活躍を後押しするため、イベント等を通じて、地域に

おける様々な課題解決のために活躍している女性の事例や、女性が参加しや

すい地域活動を紹介してきました。  

〇 ポータルサイトでの情報発信等、ボランティア文化の定着に向けた様々な

取組を実施し、都民全体のボランティア気運の醸成を図ってきました。  
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■ 取組の方向性  

〇 仕事と生活の調和に理解ある社会への転換を図っていくことにより、地域

活動への参画を促進することが必要です。 

〇 初心者でも気軽に参加できるボランティア活動に関する情報を発信する

など、女性が社会活動・地域活動に参加するきっかけ作りを行うことが必要

です。 

〇 都内に集積するＮＰＯ法人の活動内容や募集に関する情報を得やすいよ

う、発信方法を工夫し、活動への参加意欲がある女性と活動を結び付ける取

組が求められます。 

〇 地域社会に貢献しようとする意欲の高い女性を支援する取組も併せて進

める必要があります。 

〇 地域活動への参加が片方の性に偏るなど、役割を固定化することのないよ

う、男女共に幅広い年齢層の参画を促進し、地域社会においても男女平等参

画を推進することが必要です。  

＜都に求める取組＞ 

〇 地域の女性活躍を推進する団体の取組や地域で活躍する女性のロールモ

デルを紹介するなどにより、女性が少ない分野における参画を促進するとと

もに地域活動における女性リーダーを増やしていく必要があります。 

〇 男女平等参画の視点から、男女ともに幅広い年齢層に対して、ボランティ

ア活動やＮＰＯ等への参加の働き掛けを行うことが必要です。  

〇 仕事と生活の調和の意義や重要性を定着させるための取組を実施し、仕事

と生活の調和に理解ある社会への転換を図っていくことにより、地域活動へ

の参画を促進していく必要があります。  

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 ＮＰＯ・ボランティア活動などの地域活動への女性の参画を促進し、従来

女性が少なかった分野にも新たに活躍の場を広げることや、方針・意思決定

を行う役職に登用することで、多様な価値観・発想を取り入れる必要があり

ます。 

〇 併せて、男性が少なかった分野への参画を促進するための対応を進める必

要もあります。 

〇 事業者は、過度な長時間労働の改善を含め、「働き方の見直し」の意義や

重要性を定着させるための取組を実施し、従業員が地域活動に参画できるよ

うにする必要があります。
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多様な人々の安心な暮らしに向けた支援 
 

経済・社会のグローバル化、単身世帯の増加など世帯構成の変化、正社

員以外の労働者の増加など雇用・就業環境の変化等が進む中、これまであ

まり表面化してこなかった新たな問題が見えるようになってきました。  

ひとり親家庭、高齢者、若年層といった人たちの中で、経済的自立が困

難であったり、就業機会が不足していたり、地域社会とのつながりに乏し

く孤立しているなど、困難な課題に直面する人が増加しており、特にコロ

ナ禍においてその深刻化が懸念されています。  

現実にこの状況に置かれている男女が、個人の力だけで課題を解決する

ことは極めて難しく、行政による公助だけでなく、企業、ＮＰＯや地域社

会等による共助による支援を実施しながら、最終的には、自立した個人と

して、その能力と個性を十分に発揮できるようにすることは、都の男女平

等参画社会の理念を実現するためにも必要です。  

支援に当たっては、抱える課題が男女により異なる場合も多いことから、

男女平等参画の視点に配慮した対応が求められます。  

また、障害者であることや、性的少数者であることなどを理由として困

難な状況におかれている場合もあり、人権尊重の観点からの配慮が必要で

す。 

男女平等参画社会の実現に向けて、多様性を尊重するとともに本項に掲

げる対象以外にも、困難を抱える人々、そのことに自ら声を上げられない

人々を取り残すことなく、それぞれの事情に応じた取組を推進していくこ

とが必要です。  

 

Ⅲ 
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Ⅲ．多様な人々の安心な暮らしに向けた支援  

１ ひとり親家庭への支援 

■ 現状・課題 

〇  令 和 ３ 年 の 都 内 に お け る ひ と り 親 家 庭 の 世 帯 数 は 、 母 子 世 帯 が 約

114,600 世帯、父子世帯が約 23,500 世帯と推計されています。  

〇 平成 29 年度東京都福祉保健基礎調査によると、母子世帯の 89.9%、父

子世帯の 91.1%が就業しています。雇用形態をみると、母親では、正規の職

員・従業員の割合が 42.5%、パート・アルバイトが 32.0%であるのに対し、

父親では、正規の職員・従業員が 78.4%、自営業が 5.9%となっています。 

〇 母子世帯の年間収入(図Ⅲ-1)は、200 万円未満が全体の 35.9%、200～

400 万円未満が 37.6%となっています。父子世帯では 200 万円未満の割合

は、14.3%、200～400 万円未満が 23.2%です。 

〇 現在困っていること(図Ⅲ-2)としては、母子世帯では「家計」（73.6%）、

「子供の教育・進路・就職」（55.7%）を挙げる人が多く、経済的な自立に

向けた支援を特に必要としていることがうかがえます。一方、父子世帯では

「子供の教育・進路・就職」（55.6%）、「子供の世話」（55.6%）、「家

事」（25.9％）、「仕事」（25.9％）となっており、生活面での支援を特に

必要としていることがうかがえます。  

〇 内閣府男女共同参画局のコロナ下の女性への影響と課題に関する研究会

の緊急提言ではコロナ下においてシングルマザーの収入減少、生活困窮が訴

えられており、ひとり親家庭への支援強化が必要とされています。  

〇 ひとり親家庭の親は、子育てと家計の支え手を同時に担うため、肉体的、

精神的な負担も大きいこと、また、経済的に困窮している家庭が多いことな

どから、子供が保育や教育を受ける機会の確保も含めて、生活全般を視野に

入れた総合的な支援が必要です。また、忙しいひとり親が多くの情報の中か

ら必要な支援を見つけ出すことができるような情報発信も重要です。  

〇 また、母子家庭、父子家庭には、ひとり親家庭に共通する課題に加え、各々

の特性に応じた課題があります。そのため、母子家庭・父子家庭の特性やニ

ーズを把握した上で、それぞれに配慮した施策を進める必要があります。  
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＜(図Ⅲ-1)母子世帯と父子世帯の平均年間収入（東京都）＞ 

 

資料：東京都福祉保健局「平成 29 年度東京都福祉保健基礎調査」より作成  

 

＜(図Ⅲ-2)ひとり親世帯になって現在困っていること(複数回答）-母の年齢階級別（東京都）＞  

 

(注)父子世帯は総数が 27 世帯のため省略した  

資料：東京都福祉保健局「平成 29 年度東京都福祉保健基礎調査」  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 東京都ひとり親家庭支援センター（母子家庭等就業・自立支援センター）

において、ひとり親家庭及びその関係者に対し、生活相談、就業相談、養育

費相談、面会交流支援、離婚前後の法律相談、就職情報の提供などの各種支

援策を実施してきました。また、区部に加え、多摩地域に相談拠点を設置、

多摩地区のひとり親家庭への相談体制の強化を図ってきました。  

〇 ひとり親家庭に対して区市町村が実施する学習支援ボランティア事業や

相談事業など、各種生活支援事業への補助を行ってきました。  

■ 取組の方向性 

〇 ひとり親家庭の様々な問題について相談に応じることができるよう、相談

体制の整備を進めるとともに、ひとり親家庭に対する適切な支援を行う必要

があります。併せて、ひとり親家庭が必要とする支援に関する情報を包括的

に提供していく必要があります。  

〇 ひとり親家庭が地域で自立した生活ができるよう、安定した就業と子供の

健全な育成につなげるため、就業支援、子育て支援や生活の場の整備、経済

的支援等、総合的な対策を行う必要があります。  

＜都に求める取組＞ 

〇 ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機関が

連携して適切な支援につなげるための相談体制を充実させる必要があります。 

〇 ひとり親家庭のより安定した就業に向けた支援とともに、就職に有利な資

格取得等の支援を行う必要があります。  

〇 ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育まれるよう、

ひとり親家庭になった直後など家事や育児等の日常生活に支障を抱える家庭

への生活支援や、必要な時に子育て支援サービスを適切に利用できるように

するための体制の充実、子供の学習支援等、多様な支援が必要です。 

〇 ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、引き続き、児童扶養手当・

児童育成手当の支給や母子及び父子福祉資金の貸付等の経済的な支援が必要

です。 

〇 ひとり親家庭の就労継続に不可欠な保育サービス、学童クラブ等の整備が

必要です。 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 地域において、ＮＰＯや当事者団体等の連携により、ひとり親家庭を支援

していくことが望まれます。  
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２ 高齢者への支援 

■ 現状・課題 

〇 令和3年９月時点で、日本の 65歳以上の高齢者の人口に占める比率は 29.1％

です。都内においても 23.4％を超える状況となっており、男女比率を見ると、

65 歳以上では６割弱、75 歳以上では６割以上が女性で占められています。  

〇 また、高齢夫婦のみの世帯や高齢者単独世帯は、増加傾向にあります。令

和２年度東京都福祉保健基礎調査『高齢者の生活実態』の結果(図Ⅲ-3)によ

ると、世帯構成を世帯類型別でみると、「高齢者のみの世帯」の割合は 57.0％

で、調査を開始した昭和 55 年から増加傾向にあります。このうち、「ひとり

ぐらし世帯」の割合は、高齢者全体の 22.2％を占めています。 

〇 同調査において、高齢者本人に、介護をしている相手がいるかどうかをた

ずねたところ「介護している」の割合が 14.3％となり５年前から 3.5 ポイン

ト上昇しています。介護の相手として最も多いのは配偶者で 36.8％、次いで

親が 27.4％となっています。 

〇 男女とも相対的貧困率は高齢期に上昇する傾向がありますが、総じて男性よ

りも女性の貧困率は高く、その差は高齢期になるとさらに拡大傾向が見られます。 

〇 内閣府の「高齢者の日常生活に関する意識調査」では、高齢者自身が将来に何ら

かの不安を感じていることとして、「自分や配偶者の健康や病気のこと」につ

いては、およそ７割で１番大きく、次いで「自分や配偶者が寝たきりや身体

が不自由になり介護が必要な状態になること」がおよそ６割となっています。 

〇 また、内閣府の「高齢者の経済生活に関する意識調査」によると、全国の

60 歳以上の単身世帯の男性については、電話や電子メールも含めた会話の

頻度が「２～３日に１回」以下の者がおよそ 29％にものぼります。さらに、

内閣府の「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」によると、近所付き

合いの程度においては、一人暮らしの男性は「付き合いがほとんどない」が

約 17％と高い結果が出ています。地域ぐるみで高齢者、とりわけ単身男性を

見守るとともに、介護や医療分野とも連携して、高齢者が安心して暮らし続

けることのできる地域づくりが求められています。   

〇 一方、家庭での介護が長期間にわたることによる家族の介護疲れ等を背景

に、高齢者虐待が生じています。東京都の「令和元年度高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調

査」によると、家庭内で虐待を受けた高齢者の 75.7%が女性です。一方、虐

待者は息子が 39.3%、夫が 18.7%など男性の割合が多くなっています。虐待

の種類としては、身体的虐待が 64.1%、心理的虐待が 45.8%となっています。

虐待の相談・通報者として、介護保険サービスを受けているケースでは介護

支援専門員の割合が高く、介護保険関係者との連携を強めることにより、虐
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待防止及び虐待を受けた高齢者の早期発見・早期対応を図ることも重要です。 

〇 令和２年度東京都福祉保健基礎調査「高齢者の生活実態」の結果によると、

何歳頃まで働ける社会が理想であるかきいたところ、「 70 歳頃まで」が

31.2％、「75 歳頃まで」が 21.8％、「80 歳頃まで」が 10.4％、「80 歳以

上で働けるまで」が 11.4％で、合わせて 74.8％でした。一方、「60 歳頃ま

で」と「65 歳頃まで」を合わせた割合は 12.6％であり、長く働き続けるこ

とを希望する高齢者が多いことがうかがえます。  

〇 総務省「統計からみた我が国の高齢者（65 歳以上）」（平成25 年）によると、東京

都の 65 歳以上女性の就業希望者比率は、8.6％と全国で１位となっています。 

〇 就業を希望する高齢者がこれまでの知識・経験などを活かして他の世代と

ともに雇用や就業の場で活躍したり、社会活動に参加したりしていくことは、

高齢者自身の生きがいになるだけでなく、東京の活力の向上にもつながります。  

〇 人生 100 年時代にあって、これまで培ってきた経験等が活かされ最も充

実した時期を過ごせるよう自らの希望に応じた、仕事や学び、趣味、地域活

動ができるよう様々な支援を展開するとともに、健康維持の取組が重要とな

ってきます。  

 ＜(図Ⅲ-3)『高齢者の生活実態』世帯類型－過去調査との比較＞ 

 

資料：東京都福祉保健局「令和２年度高齢者の実態調査調査結果の概要」  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 高齢者等の住宅確保要配慮者に対する居住支援の推進のため、住宅セーフ

ティネット法に基づき、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度や、登録

住宅の改修や入居者への経済的支援、住宅確保要配慮者への居住支援を行い、

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図ってきました。  

〇 東京しごとセンターにおいて、雇用・就業に係る総合的なサービスを提供

する中で、働く意欲をもつ高齢者に対する就業相談、キャリアカウンセリン

グ、就業支援セミナー等の実施により高齢者の就業を支援してきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 高齢者を地域で見守る体制を整備し、地域ぐるみでの高齢者支援体制を充

実させる必要があります。  

〇 高齢者の培ってきた知識と経験を効果的に活かすことができる就業機会

の確保に向けて、高齢者向けの雇用・就業に関する総合的なサービスを提供

するとともに、企業に対する啓発を実施する必要があります。  

〇 就業に限らない高齢者の積極的な社会参加を促すため、高齢者のニーズを

踏まえた支援策を周知する必要があります。  

〇 生涯を通じて健やかで心豊かな生活を送ることができるようにするため、

高齢者が社会生活を営むうえで必要な機能を維持し、健康上の理由で日常生

活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）の延伸を目指すことが

必要です。 

 

＜都に求める取組＞ 

〇 高齢者が住み慣れた地域で、また一人で暮らしていく場合にも、安心して

生活していける環境と支援体制を整備する必要があります。  

〇 都民に直接働きかけるとともに、区市町村等の健康づくりの推進主体の取

組を支援し、連携を促進することで、都民の健康づくりを推進する体制を整

備する必要があります。  

〇 高齢者の知識と経験を活かすため、高齢者向けの雇用・就業に関する総合

的なサービスを提供する必要があります。 

〇 高齢者が自己の能力や経験を生かして働くことや学ぶこと趣味を楽しむ

こと、地域参加などにチャレンジできる環境整備、仕組みづくりや学びの場
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など情報提供を行う必要があります。  

〇 高齢者が自分らしく輝くための健康維持に向けた支援が必要です。  

〇 高齢者をはじめ、誰もが自由に行動できるようなまちづくりを推進するこ

とが必要です。 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 高齢者が住み慣れた地域で、また一人で暮らしていく場合にも、安心して

生活していけるよう、地域の見守りネットワークの充実を今後も進めていく

必要があります。 

〇 高齢者が自己の能力や経験を生かして活躍できる場を広げていくことで、

高齢者が蓄積してきた知識・経験、技術などを社会に還元できるように努め

ていく必要があります。  



第 2 部 Ⅲ多様な人々の安全な暮らしに向けた支援 

88 

３ 若年層への支援 

■ 現状・課題 

〇 産業構造の変化等の影響により、雇用形態が多様化する中で、若年層を中

心に、パート・アルバイト、派遣・契約社員などの正社員以外の労働者が増

加しています。また、東京都総務局「東京の労働力」(図Ⅲ-4)によると、都

における 15～24 歳の男性の失業率は令和２年平均で 5.8％と、男性全世代

平均の 3.3％と比べて高くなっています。また、同じく都における 15～24

歳の女性に関しても、失業率は 3.6％で、女性全世代平均の 2.8％より高く

なっています。 

〇 厚生労働省「令和２年賃金構造基本統計調査」によると、「正社員・正職

員」と「正社員・正職員以外」の賃金を比較した時、20 歳～24 歳において

は、「正社員・正職員」を 100 とした時、「正社員・正職員以外」の賃金は、

男性だと 86、女性だと 84 にとどまっています。そして、年齢が上がるほど、

格差も拡大する傾向にあります。  

〇 また、厚生労働省の「平成 30 年若年者雇用実態調査」によると、正社員

以外で働いている全国の 15～34 歳の若年労働者のうち、男性の約５割と女

性の約４割は今後正社員として勤務することを希望しています。  

〇 男性も女性も、多様化する雇用形態の中から、自分の将来を見据えた長期

的な視点から働き方の選択ができるよう、若い段階から、キャリアデザイン

を描く機会を創っていくことが重要です。 

 

＜(図Ⅲ-4)性・年齢階級別完全失業率（東京都）＞ 

 

資料：東京都総務局「東京の労働力」(令和 2 平均)より作成  
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■ 都のこれまでの主な取組 

〇 若者の就職支援のために、東京しごとセンターにヤングコーナーを設け、

ワンストップサービスを展開してきました。個々の状況に応じたきめ細かな

相談やカウンセリングを行うとともに、セミナーや合同企業説明会、企業見

学等を行い、若者を就業に結びつけてきました。  

〇 就職活動を迎える前の若者を主な対象とし、スマートフォンやタブレット

等で気軽に楽しみながらキャリアデザインについて学べるコンテンツを提供

し、若者のキャリアデザイン意識の醸成に取り組んできました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 不安定な就労環境に置かれている若年層の男女に向けた、仕事に関する相

談体制を充実させることが必要です。  

〇 職業訓練、雇用と就業希望のマッチング等により、安定した就業に向けた

支援が必要性です。 

〇 男性も女性も、社会構造のあり方も視野にいれ、若いうちからキャリアデ

ザインを描くことができるよう支援をしていくことが必要です。  

＜都に求める取組＞ 

〇 不安定な就労環境に置かれている若年層の男女に向けた、仕事に関する相

談体制を整備する必要があります。  

〇 職業訓練、雇用と就業希望のマッチング等により、安定した就業に向けた

支援を実施していく必要があります。  

〇 男性も女性も、社会構造のあり方も視野にいれ、若いうちから人生のライ

フイベントを見据えた、長期的な視点に立って、キャリアデザインを描くこ

とのできる支援を行うことが必要です。  

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 地域において、ＮＰＯやＰＴＡ等の連携により、若年層の就業支援に取り

組む必要があります。 

〇 事業者団体において、若年層と企業とのミスマッチを解消するための取組

を検討していく必要があります。  

〇 若年層を正社員として雇用するための様々な取組について検討する必要

があります。 
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４ 障害者への支援 

■ 現状・課題 

〇 平成 28 年４月、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障

害者差別解消法（以下「法」という。）が施行されました。法は、障害を理由

とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害者が直面する社会的障

壁を取り除くための合理的配慮の提供を求めています。  

〇 平成 30 年には東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する

条例（以下「条例」という）が施行され、法で努力義務としている民間事業

者の合理的配慮の提供を義務としました。 

〇 合理的配慮の提供に当たっては、障害のある女性は、障害者であることに

加え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合がある

ことに留意し、その状況に応じた当事者が求める適切な配慮の提供が必要で

す。 

〇 基本的人権が尊重される社会を守るため、障害者であることを理由として

差別が行われたりすることのないよう、啓発活動や適切な相談対応などに取

り組んでいく必要があります。  

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 障害者差別解消法に基づき、東京都障害者差別解消支援地域協議会の運営

や専門相談などの体制整備や普及啓発を行うとともに、ヘルプマーク・ヘル

プカードの普及を図り、障害の有無により分け隔てられることのない共生社

会の実現を目指してきました。  

 

■ 取組の方向性 

〇 法に基づき、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供、環境の整備

に取り組む必要があります。  

〇 特に障害のある女性は、障害者であることに加え、女性であることで更に

複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意し、その状況に応

じた適切な配慮の提供がなされるよう、啓発等を進めることが必要です。  

〇 障害者への偏見や差別の解消を目指した啓発に取り組むとともに、相談に

も適切に対応していくことが必要です。  
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＜都に求める取組＞ 

〇 法・条例の趣旨を踏まえた上で、職員が適切に対応するために、都は、職

員対応要領に基づき、具体的な取組を進める必要があります。  

〇 障害や障害者への理解を進め、互いを思いやる心を育む心のバリアフリー

や、様々な障害特性に配慮した情報バリアフリーを進めることが必要です。  

〇 障害のある女性は、障害者であることに加え、女性であることで更に複合

的に困難な状況に置かれている場合があることに留意し、その状況に応じた

適切な配慮の提供がなされるよう、啓発等を進めることが必要です。  

〇 障害者への偏見や差別の解消を目指した啓発に取り組むとともに、相談に

も適切に対応することが必要です。  

〇 障害者をはじめ、誰もが自由に行動できるまちづくりを推進していく必要

があります。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 都民一人ひとりが、法の目的と内容を理解し、それぞれの立場において自

発的に取り組むことが必要です。  

〇 令和３年６月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を

改正する法律が公布され、今後３年以内に施行されます。法改正により、事

業者による合理的配慮の提供が義務となり、事業者は、適切に対応すること

が必要です。 
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５ 性的少数者への支援 

■ 現状・課題 

〇 「性」は、出生時に判定された性別（身体の性）、性自認（自分が認識し

ている自分自身の性別）、性的指向（どのような性別の人を好きになるか）な

ど、様々な要素からなると考えられており、「出生時に判定された性と性自認

が一致し、かつ、性的指向は異性」というパターンにあてはまらない人たち

は、性的少数者（性的マイノリティ）などと呼ばれています。  

〇 性的少数者の人たちの中には、自分の性自認あるいは性的指向を打ち明け

ることで相手との関係が壊れるのではないかと不安を抱えている人がいます。

また、日常生活の中での偏見や差別など、社会生活の様々な面で、人権に関

わる問題も発生しています。  

〇 都は、平成 30 年 10 月に「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊

重の理念の実現を目指す条例」を制定し、性自認及び性的指向を理由とする

不当な差別の解消並びに啓発等の推進を図ることを明記しました。さらに、

条例に基づき、令和元年に「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」

を策定しました。 

〇 基本的人権が尊重される社会を守るため、性的少数者であることを理由に

差別が行われたりすることのないよう、啓発活動に取り組む必要があります。 

〇 また、性的少数者の不安や悩みに対応し、差別などを受けた場合に備えた、

適切な相談対応などに取り組む必要があります。  

〇 令和 3 年 10 月から実施した都民等調査では、同性パートナーシップ制度

について、約 7 割の回答者が性的マイノリティの方々への必要な施策として

挙げており、性的マイノリティ当事者の人権尊重とともに、多様な性に関す

る都民理解の促進につながることから、都においても制度の導入が求められ

ます。 

 

■ 都のこれまでの主な取組 

〇 啓発用の冊子及びリーフレットの作成・配布や、イベント等でのパネル展

示を行ってきました。 

〇 東京都人権プラザにおいて、人権相談を実施してきました。  
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■ 取組の方向性 

〇 性的少数者への偏見や差別が人権侵害であることを周知するため、啓発に

取り組むとともに、相談にも適切に対応していく必要があります。  

 

＜都に求める取組＞ 

〇 性的少数者への偏見や差別の解消を目指した啓発に取り組むとともに、相

談にも適切に対応していきます。また、行政や企業を始め、様々な団体との

連携を図りつつ、啓発に取り組んでいくことが必要です。  

〇 当事者の声や都民の意見を踏まえた同性パートナーシップ制度を導入す

る必要があります。 

 

＜都民・事業者に求められる行動＞ 

〇 性的少数者への偏見や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会

の実現を目指すことが必要です。  

  

 


